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三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

設　　計　　図





木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形

木村 恵理
長方形



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

N

案 内 図

都市計画区域

用途地域

その他の地域地区

景観計画区域

都市計画公園

建物概要

工事種別

建物用途

敷地地名地番

敷地面積

建築基準法第52条
第1項の建ぺい率

建築基準法第53条
第1項の容積率

建築面積

延べ床面積

1階床面積

都市計画区域内市街化区域

第2種住居地域

景観形成重点地区内

景観法・青森市景観条例及び
景観形成基準に従う事。

景観法・青森市景観条例に係る
事前協議・届出を行う事。

青森県・青森市の推奨色範囲に従う事。

内（青森県総合運動公園）

防火、準防火地域 指定なし

 案内図、配置図、面積表、求積図・表

北盛土　既設建物

既 設 建 物 面 積 表

展示施設

60

200

％

％

㎡

㎡

㎡

㎡

改築

鉄筋コンクリート造平屋建

青森県青森市大字三内　地内

30.24

30.24

30.24

外部仕上

屋根 塩ビ鋼板　エバールーフⅠ型　ヨコ葺

アスファルトルーフィング　22Kg品

FGボードｔ12+12
求 積 図

＝

求 積 表

6.300×4.800 30.24

床面積　＝30.24㎡

建築面積＝30.24㎡

6300

4
8
0
0

棟包　塩ビ鋼板ｔ06加工

表し鉄部　SOP

SH-1600G（2000×1040）

カマクラ採光型スモークハッチ

水切　塩ビ鋼板ｔ0.6加工

外壁 打放し仕上

内部仕上

天井 屋根FGボード表しのまま

表し鉄部　SOP

打放し仕上壁

床（観覧路）　土間コンクリート金鏝仕上

建具

アルミ製両開き框ドア　W1700×H1900　2ヶ所

観覧路手摺

鋼製枠（50×50×2.3）SOP

アクリル板ｔ4

（1993年までの製造品は石綿含有建材）

出入口（施錠）4ｍ程度1ヶ所

園
路

+1200

+1390

庇ライン

解体撤去計画建物

±0

±0

ガラス　網入り磨きガラスｔ6.8+フィルム貼

妻ガラス　フロートガラスｔ6+フィルム貼

ガラス　網入り磨きガラスｔ6.8+フィルム貼

配 置 図 、 仮 設 計 画 図 　 1 / 1 0 0
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仮囲い予定範囲

2023年3月24日

北覆　解-01

解体工事

S=100
S=50

木村 恵理
長方形



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

N

園
路

D
N

±0

手
摺

柵

X
1

X
1

▲

平 面 図 　 1 / 5 0

立 面 図 　 北 面 　 1 / 5 0 立 面 図 　 東 面 　 1 / 5 0 立 面 図 　 南 面 　 1 / 5 0 立 面 図 　 西 面 　 1 / 5 0

展開図

北　面
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東　面 南　面 西　面
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屋 根 伏 図 　 1 / 5 0
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基 礎 伏 図 　 1 / 5 0

±0 ±0
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平面図、基礎伏図、立面図、展開図

1/50

+65

観
覧
路
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Y2 Y1Y2 Y1Y2 Y1
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CC

C

ハ
ッ

チ

A

通芯符号、基礎符号は竣工図による。
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H H

J

G 非常照明

F ブラケット照明

E 蛍光灯

D

C コンセント

B 分電盤

凡　例
A エアコン室内機

点滅スイッチBOX

N

O 消火器

コンジットチューブ配線

M 空調室外機

L フードカバー

K 中継BOX

J ハッチオペレーター

I 換気扇

誘導灯H

室外機用庇

N N N
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K
K

3
5
8
9

1
3
9
0

8
1
0

2
2
0
0

1
3
8
9

1
2
0
0

1
0
0
0

スモークハッチ塩ビ鋼板　エバールーフⅠ型　ヨコ葺 網入り磨きガラスｔ6.8+フィルム貼

打放し仕上

表し鉄部　SOP

打放し仕上

観覧路手摺

解体工事

2023年3月24日

北覆　解-02
S=50
S=100



北盛土覆屋　既設建物

都市計画区域

用途地域

その他の地域地区

景観計画区域

都市計画公園

建物概要

工事種別

建物用途

敷地地名地番

敷地面積

建築基準法第52条
第1項の建ぺい率

建築基準法第53条
第1項の容積率

建築面積

延べ床面積

1階床面積

鉄骨造平屋建

展示施設

青森県青森市

60

200

％

％

㎡

㎡

㎡

都市計画区域内市街化区域

第2種住居地域

景観形成重点地区内

景観法・青森市景観条例及び
景観形成基準に従う事。

景観法・青森市景観条例に係る
事前協議・届出を行う事。

青森県・青森市の推奨色範囲に従う事。

内（青森県総合運動公園）

㎡

防火、準防火地域 指定なし

（ポーチ不算入）

（ポーチ不算入）

改築

34.24

30.24

30.24

（ポーチ算入）

建築工事仕様

・図面に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書[建築工事編]（令和4年年版）」による。

・受注者は建築基準法に定める完了検査時には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料（報告書等）を用意する事。

・該当する建築基準関係規定、他法令、条例を遵守施工し、申請、届出等を行う事。

面 積 表

既設建物

建築面積

延べ床面積

鉄骨造平屋建

（平均地盤面より）

最高の高さ　

延べ床面積

建築面積

計画建物

撤去

既設建物
計画建物

壁式鉄筋コンクリート造

34.24㎡

30.24㎡

+1180

（16.45）

+1540

（16.81）

+1180

（16.45）

（15.27）
（16.74）

+1470

+1520

（16.79）

+1540

（16.81）

+1520

（16.79）

+1470

（16.74）

30.24㎡

30.24㎡

（15.34）
±0

（15.34）

±0

（15.48）

+140

（15.53）
+190-70

標高15.34をGLとする。 標高15.34をGLとする。

2757

（15.20）

-70

（15.36）
+20

（15.36）

＋20

案 内 図

現 況 配 置 図 　 S： 1 / 1 5 0 計 画 配 置 図 　 S： 1 / 1 5 0

NN

N

・既設建物に地耐力不足に起因した事象は確認されていないことから、十分な地盤状態であると推察される。本設計では、既設建物と同様

の規模・構造としており、現況地耐力を有していると期待できるが、既設建物の撤去に合わせ監督員の指定する位置（2ヶ所）にて、載荷

による確認試験を実施する。

業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=150
S=300

2023年3月24日

北覆　意-01

 案内図、配置図、面積表

木村 恵理
長方形

木村 恵理
テキストボックス
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木村 恵理
テキストボックス
1





業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

±0

6300

Y2 Y1

FL＝+65

3
6
9
8

5
1
8

1
2
7
5

1
9
0
4

37.215°

角度A

9
3
5
6

1

R
＝

9
8
7
4

2

2
5
3
9

北　面

②＝6.300×9.356/2

①+②＝9.874×9.874×π×（角度A/360）

円弧部分①面積

＝31.646㎡

＝29.471㎡

①＝①+②-②＝31.646-29.471＝2.175㎡

1

2
5
3
9

5
1
8

3
0
5
8

1
8
0
0

7
3
9

6
4
0

一番高い床

排煙有効範囲

一番高い床

FL+1800

±0

Y2 Y1

3

8
0
0

2
8
8
4

2
0
8
4

FL＝+65

1

排煙有効面積の算定

4.655㎡

合計

＝ 断面積 × 奥行

4.800ｍ奥行

畜煙可能な部分の容積の算定

容積

平均天井面高さの算定

排煙有効高さの算定

平均天井面から0.800ｍ下がりラインから上部が

排煙有効高さ範囲となる

平均天井面高さ＝1.800ｍ+（畜煙可能容積÷床面積）

畜煙可能な部分の断面積の算定

3

6.830㎡

2.175㎡

＝6.830×4.800

＝32.784ｍ3

＝1.800ｍ+（32.784ｍ3/30.24㎡）

＝1.800ｍ+1.084ｍ

＝2.884ｍ

W0.700×H0.300＝0.210㎡/か所

必要排煙開口面積

30.240m/50＝0.605㎡

判定

0.210㎡/ヶ所×4ヶ所＝0.840㎡　

必要0.605㎡　<　有効0.840㎡　∴OK

平均天井面

2023年3月24日

北覆　意-03

平均天井面の算定、排煙の検討



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

N N

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

2000

6300

4300

Y1

Y2

Y3

X1

X2

X3

2000

6300

4300

X1

X2

X3

平 面 図 　 1 / 5 0 屋 根 伏 図 　 1 / 5 0

Y4

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

Y1

Y2

Y3

Y4

4
8
0
0

Y3

Y2

園
路

Y3

Y2

4
8
0
0

北盛土覆屋　平面図、屋根伏図

凡　例

1
5
0
0

1
8
0
0

1
5
0
0

1050

（16.81） （16.45）
+1180+1540

+1470
（16.74）

+1520

（16.79）

園
路

Ｕ
Ｐ

手
摺

柵

防護柵

遺構 観覧路

+65

ポーチ

+65

+65

ポーチ

±0（GL）からの高低差+○○
（○○） 標高

2023年3月24日

北覆　意-04

（15.53）
+190

（15.34）
±0±0

（15.34）
±0±0

（15.48）

+140

（15.36）

（15.36）

（15.405）



L×H
②

業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

立面図

Y1 Y4

6800

B

（15.34）
+65

（ 15.34）
+65

+1520

（ 16.79）

X1X3 X2

2000 4300

363

1050

6
5

B
+1540

+1180

（ 16.45）

（16.81）

凡　例

B エアコン　室外機　壁付

（　）内の数字は標高高さを示す。単位ｍ

4300 2000

X3X2X1

1
4
7
0

2
7
0

4300 2340

東 面 　 1 / 5 0北 面 　 1 / 5 0

Y1Y2Y3Y4

100048001000

（ 16.74）
+1470

X1 X3X2

20004300

B

6
5

+1520 +1470

（ 16.79） （16.74）

西 面 　 1 / 5 0南 面 　 1 / 5 0

1
1
8
0

1
4
7
0

Y1Y2Y3Y4

100048001000

1000 5140 1000

X1X3 X2

2000 4300

6
5

1
1
8
0

±0

2340 4300

Y1 Y4

6800

±0

7140

北 面 　 1 / 5 0 東 面 　 1 / 5 0

西 面 　 1 / 5 0南 面 　 1 / 5 0

③ ⑦

①

④

⑤

0.152

6.810

㎡

（1.180+1.470）/2

0.065

H

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Σ

符号 L

2.340

4.300

4.300

2.340

7.140

1.000

5.140

1.000

27.560 ｍ

接地面面積

西面

東面

南面

北面

+65

+65

（ｍ） （㎡）（ｍ）

+65 +65

⑥ ⑧
6565

平均地盤面高さの算定

+1180
（16.45）

設計GL＝±0

設計GL＝±0

設計GL＝±0

設計GL＝±0

（16.45）
+1180

最高の高さ

平均地盤面高さ

±0

2023年3月24日

（15.34）

（15.405）

（15.48）
+140

（ 15.34）（15.34）

（15.53）
+190

（ 15.405）

（15.34）

（15.34）

（15.405）（15.405）
（15.53）

+190

+140
（ 15.48）

1
4
0

1
9
0

（0.140+1.180）/2 2.838

3.569（1.470+0.190）/2

（0.065+0.140）/2 0.102

0 0

0.127（0.190+0.065）/2

北覆　意-05

（ 15.34）
±0+20

（ 15.36）

1
4
0

0.02/2 0.023

13.621

Σ（L×H）/ΣL　＝　13.621 ㎡/ 27.560ｍ　＝　0.494ｍ

従ってGL（標高15.34）+494ｍｍ（標高15.834）が平均地盤面高さとなる。

4
9
4

2
7
5
6



平均天井面高さ

排煙有効範囲下限

業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

断 面 図 　 1 / 5 0
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5
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2
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8
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北盛土覆屋　断面図

屋
根

面
R
1
0
0
0
0

R
9
7
6
3

遺構

2
8
8
4

FL

園路地面

+1570～+1550

600

3
1
5

排煙窓有効開口面積　0.152㎡（520×H293）/か所

観覧路

6
5

Y2 Y3

4800

断 面 図 　 1 / 5 0Y2 Y1

6300

2
2
0
0

+65 +65

100048001000

Y4Y3Y2Y1

断 面 図 　 1 / 5 0

遺構

観覧路

ポーチ ポーチ

FL

園路地面

園路地面

2
2
0
0

2023年3月24日

北覆　意-06

標高高さ15.34を設計GLとする。

GL　±0

GL　±0

GL　±0



40

業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

（16.81）

+1520

ポーチ

遺構

ポーチ +65

100 1030 25

引残し7215

200

120

4
0

4
0

4
0

防護柵

2
0

1
0
0

4
0

防護柵

+65

+1470

（16.74）

（16.45）
+1180

S=20
S=40

680

80

40 40

2
0
0

2
4
0

2
0

2
05
0

2050

40

59.5 有効開口900

8
3040
20

98

72

30

1
0
0

1
0
0

2
0
0

2
4
0 1
0
0

1
0
0

2
0

2
0

5
0

AW

1

AW

1

1

AD

AD

1

240

200

20

100100

20

50

40

520 520 510

50

20 20

1
7
0

1
7
0

自立ガラスフェンス

55 1055

観覧路

+65

1201812.821.2

1954

240

200

20

100

50

20

100

2023年3月24日

4
8
0
0

Y3

Y2

4300 2000

6300

X1 X3X2

1
0
0
0

4
8
0
0

1
0
0
0

6
8
0
0

Y1

Y4

Y3

Y2

N

+1540

（ 16.79）

北覆　意-07

手摺柵　H1000

隙間風防止アルミパネル

隙間風防止アルミパネル

隙間風防止アルミパネル

（15.34）（15.36）

（15.34）（15.36）

±0+20

（ 15.53）

+190

（ 15.48）
+140

+20 ± 0

（15.405）

斜線部基礎スラブ打増し

斜線部基礎スラブ打増し

平面詳細図



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=20
S=40

X1 X3

6300

矩 計 図 　 1 / 2 0

2023年3月24日

北覆　意-08

+1470～+1180

（16.74）～（16.45）+1540～+1520

（16.81）～（16.79）

園路地面

（標高16.00）

北端
ベルト上端（標高15.40）

（標高15.00）

ベルト上端（標高14.64）
南端

（標高14.00）

（標高13.00）

（標高14.16）

（標高14.23）

（標高14.46）

（標高14.89）

801　埋

南端

北端

（標高13.81）

遺構面

▽

460　埋

（標高13.36）

▽

・押出法ポリスチレンフォーム

2
8
8
4

8
0
0

6
5

FL

排煙有効範囲下限

平均天井面高さ

381

100
100 20

240

20

50 3
2
5
0

100
100

240

20
20

50

屋
根

面
R
1
0
0
0
0

R
9
7
6
3

SG244

設計GL＝±0
FL＝GL+65

3
0
0

1
0
0

既設スラブ下端

既設砕石下端

＝GL+65

2000

打放し仕上

SG200 表し鉄部：塗装

4
0
0

Y3

10020
100 20

24050

381

AW

1

10020
100 20

24050

381

（スタイロフォームFG同等品）

　3種　bD　λ22　

断熱材50ｍｍ

・外張断熱材直塗り仕上げ材
外壁・腰

デュポン・スタイロ株式会社

パツモル太郎同等品

（パツモルネットを含む）

1
0
5
0

2
2
0
0

2
1
7
0

3
0

3
0
0

1
0
0

壁頂部

梁下端

腰上壁部分断面図

建具部分断面図

5
2
1

2
7
2
9

最高の高さ

平均地盤面
高さ S　1/20

S　1/20

　(三晃金属 美段15＠225H＝15（バックアップ材）同等品

・透湿防水シート（遮熱）

　　フクビ遮熱エアテックスRST同等品

・硬質木片セメント板ｔ＝25

・カラーガルバニウム鋼板ｔ＝0.4

外壁・腰上

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材

ｔ＝50ｍｍ　3種　bD　λ22（スタイロフォームFG同等品）

・硬質木片ｾﾒﾝﾄ板ｔ＝25

・改質アスファルトルーフィングｔ＝1.0　23kg/巻

　(三晃金属工業（株） 立馳SX-40キャップレスタイプ山高38.8同等品)

　3種　bD　λ22　（スタイロフォームFG同等品）

屋 根

・カラーガルバニウム鋼板ｔ＝0.6

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材　ｔ＝100ｍｍ（50ｍｍ×2）

排煙採用窓
AW

1

8
2

防護柵

3
0
0

（標高15.34）

手摺：自立ガラスフェンス

観覧路

H1000

矩計図



防護柵

業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

平均天井面高さ

排煙有効範囲下限

8
0
0

±0

観覧路

遺構

30 2050 30

2
0
0
3

1
7
0

6
5

2
0
8
4

±0

2
2
0
0

FL +65 +65

+1570～+1550

園路地面

2
8
8
4

FL

2
2
0
0

北 盛 土 覆 屋

北 面 東 面

Y2 Y1

6300 1000 4800 1000

Y4 Y3 Y2 Y1

南 面 西 面 観 覧 路 ・ ポ ー チ 　 西 面

±0

観覧路

遺構

30205030

2
0
0
3

1
7
0

6
5

排煙採用窓

2
2
0
0

2
2
0
0

ポーチポーチ

FL+65

観覧路

+65

手摺柵

Y2Y1

6300 4800

Y2 Y3

100048001000

Y4Y3Y2Y1

北 盛 土 覆 屋

防護柵

観覧路

ポーチポーチ

排煙採用窓

±0

2023年3月24日

北覆　意-09

1
0
0
0

展開図

1
0
0



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:
A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=50
S=100

AW
1

GF
1

AF
1

符 号 ・ 場 所

型 式 ・ 箇 所 数

付 属 金 物

硝 子 ・ 塗 装

材 質

符 号 ・ 場 所

型 式 ・ 箇 所 数

付 属 金 物

硝 子 ・ 塗 装

材 質

手 摺 柵

自立ガラスフェンス 1 箇 所

巾木カバー：アルミ製

姿 図

姿 図

アルミ製

W（ｍ） H（ｍ） 箇所 有効面積（㎡） 有 効

採用開口部 有効開口面積算定 必要開口面積

必 要 判 定

OK

開 口 部 の 検 討

内開き門扉

性能仕様
S-5
A-4
W-5
T-2
H-3

2 箇 所

AD
1

ポーチ（1）（2）

2 箇 所

木芯材、ペーパーコア、アルミ平板1.5ｍｍ

片引き込み自動フラッシュドア

1 箇 所

点検用門扉

AW
1

× ×排 煙 4 床面積×1/50＝30.24×1/50＝0.605㎡ 0.605

アルミ製　枠100

オペレーター方式 開放角度45°

一式、シリンダー錠（内部サムターン）、掘込み手掛け
非接触センサー、補助光電センサー
ハートビルレール（ヒーター内臓）、ラッセルプレート

ポーチ

遺構

観覧路

ポーチ

Y1

Y2

Y3

Y4

AD
1

AD
1

AW
1

GF
1

X1 X2 X3

建 具 位 置 図 　 S 1 / 5 0

N

北 面 、 南 面 （ 排 煙 窓 ）

排煙突き出し複層アルミサッシ（連窓）

一式、オペレーター方式

ペアパネル　アルポリック3+発泡スチロール10+アルポリック3
固定網戸PP

アルミ製　枠100（PRESEA-HF枠）

非防火

80

1
2
0
0

3100

有
効

2
9
3

有効520有効520

600 600

1280

0.52 0.293 0.608 0.608

FL+2417

ナブコシステム（株）同等品（建具共） ナブコシステム（株）同等品（建具共）

建具詳細図による 建具詳細図による

2023年3月24日

北覆　意-10

一式、丸型笠木、コーナー金物、エンドキャップ

1
0
0
0

ガラス厚10+10㎜、床付け用H1200

透明飛散防止フィルム

許容荷重　1464N/㎡

ガラス厚10+10㎜、床付け用H1200

バラストレイドMAX同等品

自立ガラスフェンス：スガツネ工業同等品

自立ガラスフェンスシステム

層間変位対応ガラス飛散防止フィルムに適合するもの
JIS A5759：2016の衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム、

SH4CLAR 126μm同等品
透明飛散防止フィルム：スリーエムジャパン株式会社

建具表、開口部の検討

三協立山株式会社：

750

1
1
0
0

700

1
0
0
0

隙間風防止ﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ）

レジリアSP型

門柱タイプ

0710

内蔵錠　MJN-CT

（錠側すき間ガードは標準装備）

吊り元側すき間ガード

一式

AF
1

防護柵付き

2
0
0
0

有
効

1
7
0

防護柵

900

有効

W2050

1
0
0
0

AW
1

門扉廻りの隙間風防止ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

規格門扉に隙間風防止ﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ）張り

・AD-1防護柵

・AF-1　H1100



三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

建具詳細図-1

ペアパネル ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ3+発泡ｽﾁﾛｰﾙ10+ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ3
ガラス

TEL：017-762-7253

担当：奈良岡、永井

ナブコシステム株式会社　青森支店

TEL：017-762-7253

担当：奈良岡、永井

ナブコシステム株式会社　青森支店

作成年月日

埋込

隠蔽・45°

制定品

制定品

オイレス／SL-88

オイレス／ハンドルボックス

オペレーター装置

結露排水弁

丁番

固定網戸

ブラック

2

AW

図面番号 北覆　意-011

図面名

縮尺

会社名

事業者名

A3:
A1:

AW-1 姿図

業務名

1
2
0
0

45ﾟ

【内部】【外部】《排煙突き出し》

3+10+3 3+10+3

600 600

W 1280

80

排煙開口面積（１ヶ所あたり）

0.52×0.293=0.152

0.152×2=0.304㎡

0.304㎡ × 2ヶ所=合計 0.608㎡

2
2
8
2

±0

北面／南面

38mm開口

H-3A-4 W-5 T-2S-5

PRESEA-H F枠 内観色：未定

外観色：未定

1

ナブコシステム株式会社同等品

31
5

2023年3月24日

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=40
S=80



北覆　意-012

+2282

L-65x6

（鉄骨工事）

H-150x150x7x10

（鉄骨工事）

1
1

3

1
9

4
1
1

3
2
1

H
=
3
1
5

有
効

＝
2
93

H-200x200x8x12

（鉄骨工事）

L-65x6

（鉄骨工事）

+2200

7
9

1
9

3

20

120

100 100

1
0 
1
0

5
4

5
5 55

25

125

100

100
4
0

6
4
5

建具詳細図-2

TEL：017-762-7253

担当：奈良岡、永井

ナブコシステム株式会社　青森支店

ナブコシステム株式会社同等品

2023年3月24日



57 6 30576301030657

外 部

57630

40 有効=520

3

27

80 40 有効＝52040

W=1280

1286

1340

内 部

1
0
0

40

27

1
2
5

1
00

（鉄骨工事）

L-65x6

3

1
2
0

2
5

5
5

5
0

1
0
0

建具詳細図-3

北覆　意-013

2023年3月24日



建具詳細図-4

TEL：017-762-7253

担当：奈良岡、永井

ナブコシステム株式会社　青森支店

ナブコシステム株式会社同等品

北覆　意-014

2023年3月24日



無目下取付センサ

ポーチ

無目付けセンサ

1.6x2c

（電気工事）

電源入切スイッチ

L勝手：1

R勝手：1

観覧路

Y3

X2 X3

ポーチ

8

Y3

Y2

Y2

X2X3

観覧路

60
0防
護

柵
＝

10
00

8

1
40

10
0

AD-1 姿図

A1:

A3:
図面番号

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

175

100140

7

無目付けセンサ

防護柵

59.5

防
護

柵
＝

1
0
0
0

6
0
0

防護柵=1025

W=2050

補助光電センサ

引
手

7
5
0

1
0
0
0

非接触タッチセンサ銘板

20

2000

1030 795

15 開口＝1000

有効開口＝900 20 引残72

15

無目下取付センサ

8 14.5

DW=1042.5

150 40 W=2050

965

20

1
0
0

1
4
0

DW=1042.5 20

20

LIXIL フロンテック シルバー

アルミ フラッシュ扉

材質・仕上 取付階符号 数量

[防火区分：無]

[防 振：無]

[気密性能：無]

品 名

エンジン装置

起動センサ

起動センサ

起動センサ

ヒーター

防護柵

引手

錠 前

[JIS A 4722 対応表]

建具符号 AD-1

ドア質量 40kg

非接触タッチセンサ 2

NS-A01

NS-A02

NP-01

SUS型

EVERY

SUS-H-1

DG2D-1MIWA

中西

ナブコ

ワーク

ナブコ

ナブコ

ナブコ

ナブコ V-SL型

メーカー 品 番 数量 備 考

枠

扉

下地材

開閉方式 片引き

開閉速度（mm/sec） 開=400 閉=200

設置場所 子どもへの配慮が必要な場合

閉の安全防護 保護装置による保護

開の安全防護 防護柵の設置

1

2

1

1

1

1

1

1

1

補助光電センサ ナブコ

ナブコハートビルレール

ドア単体面積 = 2.08 ㎡

ドア縦横比 ＝1.9

シルバー色

シルバー仕上

HL仕上

HL仕上

無目内蔵型

無目面取付型

AD
1

1F

無目下取付センサ

無目付けセンサ

14.5 8

40 150

DW=1042.5

W=2050

965

DW=1042.5

防護柵＝1025

59.5

防護柵

20 有効開口＝900

15 開口＝1000

引残72

795

2000

1030 175

15

防護柵

59.5

防護柵＝1025
無目付けセンサ

8 有効開口＝900

（電気工事）

引残72

DW=1042.5 20

自動ドア用電源

（電気工事）

ガイドレールヒーター用電源

（電気工事）

AC100V3A（Ｄ種接地線付）供給

AC100V5A（Ｄ種接地線付）供給

（電気工事）

ガイドレールヒーター用電源

AC100V3A（Ｄ種接地線付）供給

（電気工事）

自動ドア用電源

AC100V5A（Ｄ種接地線付）供給
AD

1

R

観覧路側姿図

特記なき限り、St 1.6t通し材とする。

R

1
観覧路側姿図

 AD

非接触タッチセンサ銘板

1
0
0
0

引
手

7
5
0

補助光電センサ

25 防護柵=1025

W=2050

引残72

20 有効開口＝90020 DW=1042.559.5

防護柵

電源入切スイッチ

（電気工事）

（電気工事）

1.6x2c

無目付けセンサ

ポー

チ 2
0
1
5

H
=
2
0
0
0

D
H
=
1
9
9
7

H
=
2
0
0
0

1
2
0

1
7
0

±0
+65

6
5

H鋼下端+2200

2
2
0
0

観
覧
路

縮尺

事業者名

会社名

作成年月日

図面名

業務名

2023年3月24日

建具詳細図-5

TEL：017-762-7253

担当：奈良岡、永井

ナブコシステム株式会社　青森支店

ナブコシステム株式会社同等品

北覆　意-015
S=40

S=80



6
5

ヒーター付き

ハートビルレール

カラー鋼板

H-200x200x8x12

（鉄骨工事）

無目下取付センサ

NS-A01

2
5

7
0

2
5

12
0

1
5

100

120

140

20

20

120

100 2
20
0

20

50

+65

±0

D
H
=
1
9
9
7

H
=2
0
0
0

7

1
7
0

無目付けセンサ

NS-A03

45.5

40 2.5

6.548

100

5.5
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部      分

１．一　般　事　項

鉄筋の定着および継手長さ

・コンクリートの設計基準強度  ２１Ｎ／ｍｍ  以上とする.

曲げ補強筋、壁梁主筋 ４０ｄ

斜め補強筋 ４０ｄ

４０ｄ上
床　　　版

下 ４０ｄ

４０ｄ上

下 ４０ｄ

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ

定　着 継　手

壁式鉄筋コンクリート造配筋基準図（１）

耐 圧 床 版

構造部分の種別

ない部分

土に接し

土に接す

る部分

２０

３０

耐力壁

３０

３０

３０

４０

普通コンクリート

は　り

　柱

床　版

非耐力壁

擁　壁

柱、はり、床版、壁

基礎、擁壁、耐圧床版

４０

６０

４０

煙突など高熱を受ける部分 ６０

鉄筋の最小かぶり厚さ

最　上　階

２．壁　リ　ス　ト

符　号 壁　厚

Ｗ１５

Ｗ１８

Ｗ２０

ＫＷ１８

１５０

１８０

２００

１８０

Ｄ１０－＠２００

Ｄ１０－＠２００

Ｄ１０、Ｄ１３－＠２００

２００ＫＷ２０

配　　筋

縦　　筋 横　　筋

Ｗ１２ １２０ （Ｓ） （Ｓ）Ｄ１０－＠２００

（Ｓ） （Ｓ）Ｄ１０－＠１５０ Ｄ１０－＠１５０

（Ｄ） （Ｄ）

（Ｄ） （Ｄ）

（Ｄ） （Ｄ）

（Ｄ） （Ｄ）Ｄ１３－＠１５０

Ｄ１３－＠２００

Ｄ１０－＠２００

Ｄ１０、Ｄ１３－＠２００

Ｄ１０、Ｄ１３－＠２００

Ｄ１０－＠２００

３．壁開口部補強筋

壁　厚

１８０

２００

Ｄ１０－＠２００ （Ｄ） （Ｄ）Ｄ１０－＠２００Ｗ１６ １６０

Ｄ１０、Ｄ１３－＠２００ （Ｄ） （Ｄ）Ｄ１０、Ｄ１３－＠２００Ｗ２５ ２５０

１２０

１５０

１６０

２５０

開口部補強筋

曲げ補強筋（縦筋、横筋）

溶接金網　６φ－＠１００　（片面）

溶接金網　６φ－＠１００　（片面）

溶接金網　６φ－＠１００　（片面）

溶接金網　６φ－＠１００　（片面）

溶接金網　６φ－＠１００　（両面）

溶接金網　６φ－＠１００　（両面）

・軽量コンクリートの場合は特記による。

屋内

屋外

・床版下端定着は逆梁の場合は特記による．

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

・捨コンクリートの厚さは、かぶり厚さに

　含まない。

・フックのある場合の定着は特記による。

・径の異なる鉄筋の重ね継手の長さは、径の

　細いほうのｄによる。

５
０
０

５
０

０
５

０
０

・鉄筋は□ＳＤ２９５Ａ（Ｄ１６以下）、□ＳＤ３４５（Ｄ１９以上）とする.

最　上　階

１ － Ｄ １ ３

１ － Ｄ １ ３（シングル）

（ダブル）

１ － Ｄ １ ６

１ － Ｄ １ ６

１
－

Ｄ
１

６

１
－

Ｄ
１

６

１
－

Ｄ
１

３

２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３

１
－

Ｄ
１

３

１
－

Ｄ
１

３

２
－

Ｄ
１

３

２
－

Ｄ
１

３

４
－

Ｄ
１

３

２ － Ｄ １ ６

２ － Ｄ １ ６

２
－

Ｄ
１

６

２
－

Ｄ
１

６

４
－

Ｄ
１

３

２ － Ｄ １ ６

２ － Ｄ １ ６

２
－

Ｄ
１

６

２
－

Ｄ
１

６

２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３

２
－

Ｄ
１

３

２
－

Ｄ
１

３

その他の階

３、４階建の１階

２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３

２
－

Ｄ
１

６

２
－

Ｄ
１

６

４
－

Ｄ
１

３

２ － Ｄ １ ６

２ － Ｄ １ ６

２
－

Ｄ
１

６

２
－

Ｄ
１

６

　 １ ．

基礎梁 基礎梁

１ － Ｄ １ ３ １ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３ ２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３ ２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ６ 以 上２ － Ｄ １ ６ 以 上

２ － Ｄ １ ３ ２ － Ｄ １ ３

開口部

斜め補強筋：溶接金網　６φ－＠１００

斜め筋補強

・片面補強の場合は、屋外側に配筋する。

曲 げ 補 強 筋 （ 縦 筋 ）

曲 げ 補 強 筋 （ 横 筋 ）

開口部

曲 げ 補 強 筋 （ 縦 筋 ）

曲 げ 補 強 筋 （ 横 筋 ）

４
０

ｄ
４

０
ｄ

開口部が壁梁等に接する場合は、上記の配筋としてよい。

以上とする。

・鉄筋の径は、曲げ補強筋

（縦筋）の断面積の１／２

４．

５．

２ － Ｄ １ ６
最 上 階 よ り
３ 層 ま で は
２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ６
最 上 階 よ り
３ 層 ま で は
２ － Ｄ １ ３

基 礎 梁 上 端 筋 基 礎 梁 上 端 筋

最　上　階

最　上　階

（シングル）

（ダブル）

その他の階

３、４階建の１階

１ － Ｄ １ ６１ － Ｄ １ ６１ － Ｄ １ ３１ － Ｄ １ ３

１ － Ｄ １ ３１ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ６２ － Ｄ １ ６２ － Ｄ １ ３２ － Ｄ １ ３ ４ － Ｄ １ ３

４ － Ｄ １ ３ ４
０

ｄ

２ － Ｄ １ ６２ － Ｄ １ ６

４ － Ｄ １ ３ ４
０

ｄ

４ － Ｄ １ ３

４
０

ｄ

開口高が１ｍ以下の場合 開口高が１ｍを越える場合

開口高が１ｍ以下の場合 開口高が１ｍを越える場合

２ － Ｄ １ ３ ２ － Ｄ １ ３ ４ － Ｄ １ ３

４ － Ｄ １ ３

４ ０ ｄ

４ ０ ｄ

４ ０ ｄ

４ ０ ｄ

横 筋 は フ ー プ 配 筋 と す る 。
壁 長 が １ ｍ 以 下 の 場 合 、

横 筋 は フ ー プ 配 筋 と す る 。
壁 長 が １ ｍ 以 下 の 場 合 、

横 筋 は フ ー プ 配 筋 と す る 。
壁 長 が １ ｍ 以 下 の 場 合 、

　 １ ．横　筋

　 ２ ．縦　筋

１ ８ ０ ° フ ッ ク 掛 け

２ － Ｄ １ ３

最　上　階

２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ３

最　上　階

（ダブル）

２ － Ｄ １ ３

（シングル）

２ － Ｄ １ ３

２ － Ｄ １ ６ ２ － Ｄ １ ６ ２ － Ｄ １ ６ ２ － Ｄ １ ６

１ － Ｄ １ ３

４
０

ｄ

最　下　階

２ － Ｄ １ ６
最 上 階 よ り
３ 層 ま で は
２ － Ｄ １ ３

４
０

ｄ

２ － Ｄ １ ６ 以 上
基 礎 梁 上 端 筋

４
０

ｄ

４
０

ｄ

１ ５ ０ 以 上 １ ５ ０ 以 上 １ ５ ０ 以 上

交 互 に 定 着

２ － Ｄ １ ６

曲げ補強筋（縦筋、横筋）要領

壁筋の定着要領

曲げ補強筋（縦筋、横筋）要領による。

４ ０ ｄ

４ ０ ｄ

・Ｄ１９以上の継手はガス圧接とする。

　げのあるものとする。

・仕上げありとは、モルタル塗り同等の仕上

・杭基礎の場合のかぶり厚さは、杭天端から

　とする。

斜め補強筋要領

１３５°

　９０°

１８０°

角　度

折曲げ

ｄ Ｄ

鉄筋末端部の折曲げ形状・寸法

折曲げ図

４ｄ以上

ｄ Ｄ

６ｄ以上

ｄ Ｄ

８ｄ以上

ＳＤ２９５Ａ

鉄筋の種類

ＳＤ３４５

Ｄ ３ｄ以上 ４ｄ以上

１１ｄ以上 １２ｄ以上

Ｄ ３ｄ以上 ４ｄ以上

１１ｄ以上 １２ｄ以上

Ｄ ３ｄ以上 ４ｄ以上

１２ｄ以上１２ｄ以上

使用箇所

以上の鉄筋

のベース筋並びに径１６ｍｍ

柱、はりの主筋及び杭基礎

径１３ｍｍ以下の鉄筋並びに

あばら筋、帯筋、スパイラル

筋及び床版筋

Ｔ形及びＬ形はりのあばら筋

角　度

折曲げ
折曲げ図

ｄ Ｄ

ＳＤ２９５Ａ

鉄筋の種類

ＳＤ３４５

Ｄ ３ｄ以上

Ｄ

使用箇所

鉄筋中間部の折曲げ形状・寸法

以下

９０°

ｄ Ｄ

Ｄ

Ｄ

５ｄ以上

６ｄ以上

８ｄ以上

５ｄ以上

６ｄ以上

８ｄ以上

４ｄ以上 あばら筋、帯筋、スパイラル筋

径１６ｍｍ以下の床版筋、壁筋

上記以外の鉄筋でＤ２５以下

上記以外の鉄筋

２０ｄ

４０ｄ

　 １ ．

　 ２ ．

　 ３ ．

　 ４ ．

　 ５ ．

鉄筋の継手位置

４０ｄ ２０ｄ
４０ｄ ４０ｄ ≧４００

・重ね継手 ・ガス圧接継手

　 ６ ．鉄筋相互間のあき

・粗骨材の最大寸法の１．２５倍

・異形鉄筋では径の１．７倍

・２５ｍｍ 左記の値のうち最大のもの

基 礎 ベ ー ス 筋 の 位 置 ま で 延 ば す

２ － Ｄ １ ３

壁筋（縦、横筋） ４０ｄ４０ｄ

４０ｄ

４０ｄ

４０ｄ

４０ｄ

４ ０ ｄ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ ４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

４
０

ｄ

４ ０ ｄ ４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

４
０

ｄ
４

０
ｄ

４ ０ ｄ４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

４ ０ ｄ ４ ０ ｄ ４ ０ ｄ

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務業務名

図面名

作成年月日

A1:
縮尺 図面番号

A3:

会社名 株式会社イビソク

事業者名 三内丸山遺跡センター

一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚

－
－

北盛土覆屋　構造特記仕様書（１）

2023年3月24日

北覆　構-01



壁式鉄筋コンクリート造配筋基準図（２）

下端配筋図 上端配筋図

ＬＣ

Ｙ
２

Ｙ
１

１
５

ｄ

１
５

ｄ

Ｙ
３

Ｙ
３

Ｌ
ｘ

／
４

短
辺

方
向

内
の

り
ス

パ
ン

Ｌ
ｘ

／
２

５
０

中
央

部

端
　

部

１ ５ ｄ

５ ０

Ｄ １ ３ Ｙ ３

１ ５ ｄ
Ｙ ３

５ ０

Ｘ ３ Ｘ １ Ｘ ２ Ｘ ３

端　部 中央部

Ｙ １

Ｙ ３

Ｘ
３

Ｘ
１

Ｙ ２

Ｘ
２

Ｙ ３

Ｙ １

Ｘ
３

Ｘ
３

長 辺 方 向 内 の り ス パ ン Ｌ ｙ

Ｌ ｙ ／ ４

Ｙ １

Ｙ １Ｙ ２

Ｄ １ ３

Ｄ
１

３
Ｘ

３

Ｘ
３

Ｘ
１

Ｘ
１

Ｘ
２

Ｄ
１

３

５
０

６．床版配筋リスト

符 　 号 版 　 厚 位 　 置
端 　 部 （ Ｘ ３ ）

中 　 央 （ Ｘ ２ ）

短 辺 方 向 長 辺 方 向

備 　 考

端 　 部 （ Ｘ １ ）

中 　 央 　 部 中 　 央 　 部

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

上 端 筋

下 端 筋

端 　 部 （ Ｙ １ ） 中 　 央 （ Ｙ ２ ）
端 　 部 （ Ｙ ３ ）

３ ５ ｄ

Ｄ １ ３

３ ５ ｄ

Ｄ １ ３

３
５

ｄ

・壁に定着する場合　

Ｄ １ ３

３
５

ｄ

・壁梁に定着する場合

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ１
０

ｄ
か

つ
１

５
０

ｍ
ｍ

３ ５ ｄ

上 に ス ラ ブ 筋 を 定 着 す る 。

・壁梁の中間に定着する場合

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ

・壁梁下端に定着する場合

・隣接する床版の配筋が異った場合

別 々 に 定 着 す る

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ

・壁梁の位置に高低差のある場合

１ ． ５ Ｄ 以 上 　
Ｄ １ ３

３
５

ｄ

３ ５ ｄ

３ ５ ｄ ３ ５ ｄ
３ ５ ｄ

２ Ｄ

３ ５ ｄ
２ Ｄ３ ５ ｄ ３

５
ｄ

３
５

ｄ

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ

・床版内に高低差のある場合

Ｄ Ｄ Ｈ

Ｈ

Ｈ≦０．５Ｄ　 ０．５Ｄ≦Ｈ≦２Ｄ

Ｄ １ ０ － ＠ ２ ０ ０

３ ０ °

４ － Ｄ １ ３ 以 上

上 端 筋 又 は Ｄ １ ０ － ＠ ２ ０ ０
Ｌ ＝ １ ， ０ ０ ０

８．

Ｄ

・開口の最大径６００以下の場合

４０ｄ４
０

ｄ

開口部

４
０
ｄ

４
０
ｄ

ｎ１本

ｎ
２

本

ｎ１／２本

ｎ２／２本

２－Ｄ１０

９．その他の補強

床版開口部の補強

・屋根床版出隅入隅部補強

５－Ｄ１０－＠２００

（　＝１，５００）

床版上端筋の下側に配筋

・壁付き床版補強

１，３００

Ｄ１３

Ｄ１０－＠２００
（縦、横）

　床版に上端筋がなく、壁が付く場合

※フックは

　交互に配置する
６

ｄ

８
ｄ

８
ｄ

６
ｄ ６
ｄ

１ １ ． 上下開口がずれる場合の壁梁の配筋要領

１ ０ ．

・両側床版付の場合　 ・片側床版付の場合　 ・逆梁の場合

あばら筋の範囲
３５ｄ

上端筋

下端筋

３５ｄ ３５ｄ ３５ｄ

上端筋

下端筋

あばら筋の範囲

あばら筋の範囲

３５ｄ ３５ｄ

上端筋

下端筋

・標準又は床版なしの場合

７．床版の定着要領

壁梁の配筋要領

・壁梁のせいは原則として４５ｃｍ以上とする。

・壁梁の幅は接続する耐力壁の厚さ以上とする。

　を越える場合

４
０

ｄ
４

０
ｄ

・壁梁の主筋の重ね継手は、原則として梁中間部には設けない。

・幅止め筋はＤ１０とし、横筋に間隔１００ｃｍ以下で交互に配置する。

・梁のせいが１２０ｃｍ

・補強筋：

Ｄ
＞

１
，

２
０

０

１ ２ ．

コンクリートブロックの間仕切壁

２
０

０

１ 、 ５ ０ ０

ブ ロ ッ ク 厚

Ｌ≦２，０００　

４ ０ ０ ４ ０ ０

Ｌ

Ｄ１０－＠２００

２－Ｄ１３

開 口 部

１－Ｄ１３

開口部（縦、横補強筋）

　Ｄ１０－＠４００ 　Ｄ１０－＠４００

主　筋 配力筋

まぐさの配筋

Ｄ１３

Ｄ１３

１００≦

８００

モルタル充填　

Ｄ１０－＠２００
交互に配筋

Ｄ１０－＠２００

交互に配筋

Ｄ１３

Ｄ１３

４
０

ｄ

４０ｄ

１８０°折曲げ

４０ｄ

　 ２ ．

　 １ ．間仕切壁の配筋

あばら筋の範囲

３５ｄ ３５ｄ

上端筋

下端筋

４５ｄ

設置範囲　
大きい径の３倍

３／Ｄ Ｄ

Ｌ０

・貫通孔の設置範囲

梁貫通孔補強要領

≦５０

≦１００

≦１５０

≦２００

≦２５０

≦３００

≦５００ ≦６００ ≦７００ ≦８００ ≦９００ ≦１，０００φ
Ｄ

梁貫通不可

補強筋不要

１．２Ｄ １．２Ｄ
５ ０ ０ ≦ Ｄ ＜ ７ ０ ０

７ ０ ０ ≦ Ｄ ＜ ９ ０ ０

９ ０ ０ ≦ Ｄ

４
０
ｄ

４０ｄ
上下縦筋

縦筋

斜め筋
横筋

Ｃ Ｃ ≧ １ ７ ５

Ｃ ≧ ２ ０ ０

Ｃ ≧ ２ ５ ０

・主筋（縦筋）は原則として継手を設けてはならない。

斜 め 筋

縦 　 筋

横 　 筋
上 下 縦 筋

・縦筋、及び上下縦筋は、あばら筋の形にする。

２ － ２ － Ｄ １ ３

４ － ２ － Ｄ １ ３

２ － ２ － Ｄ １ ３
２ － ２ － Ｄ １ ３

１ ３ ． 基　　礎

１ ４ ．

　 １ ．くい基礎

配 力 筋 （ 横 筋 ） の 重 ね 継 手

片面溶接

１
０

ｄ
１

０
ｄ

片面溶接

くい径

１
．

５
Ｄ

１
０

０
４

０
ｄ

杭頭補強主筋 Ｄ＜４５０　６－Ｄ１３

Ｄ≧４５０　８－Ｄ１３

補強帯筋 Ｄ１０－＠１００
中埋コンクリート

底板

２
０

ｄ

１ ５ ｄ （ 余 長 ） ４ ｄ （ 余 長 ）

Ｌ

はかま筋　Ｄ１３－＠３００

・基礎主筋はＤ１３以上とし、はかま筋はＤ１３－＠３００以下とする。

基礎主筋

Ｄ

はかま筋はＬ＜１．０ｍの場合不用とする。

　 ２ ．

・基礎梁の主筋は２－Ｄ１６以上とする。

基礎梁

・上部の耐力壁の縦筋及び曲げ補強筋（縦筋）は、原則として基礎ベース筋位置まで延ばす。

１ ０ ｄ か つ １ ５ ０ ｍ ｍ
・ 壁 梁 せ い を 大 き く し 梁 下 端 筋 よ り

屋 根 床 版 の 場 合 は 、 モ チ ア ミ 配 筋 と す る

割 付 基 準 割 付 基 準

割
付

基
準

割
付

基
準

４０ｄ４
０

ｄ

開口部

４
０
ｄ

４
０
ｄ

ｎ１本

ｎ
２

本

ｎ１／２本

ｎ２／２本

・開口の最大径９００以下の場合

４－Ｄ１３

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務業務名

図面名

作成年月日

A1:
縮尺 図面番号

A3:

会社名 株式会社イビソク

事業者名 三内丸山遺跡センター

一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚

－
－

北盛土覆屋　構造特記仕様書（２）

2023年3月24日

北覆　構-02



単位水量単位水量単位水量単位水量単位水量単位水量単位水量

単位セメント量単位セメント量単位セメント量単位セメント量単位セメント量単位セメント量単位セメント量

塩化物量塩化物量塩化物量塩化物量塩化物量塩化物量塩化物量

所要空気量所要空気量所要空気量所要空気量所要空気量所要空気量所要空気量

水セメント水セメント水セメント水セメント水セメント水セメント水セメント

気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量

普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート

　　Ⅰ類　　Ⅰ類　　Ⅰ類　　Ⅰ類　　Ⅰ類　　Ⅰ類　　Ⅰ類

２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下２.２～２.４ｔ/m3以下

６０％以下６０％以下６０％以下６０％以下６０％以下６０％以下６０％以下

４.５％（目標値）４.５％（目標値）４.５％（目標値）４.５％（目標値）４.５％（目標値）４.５％（目標値）４.５％（目標値）

塩化物イオン量塩化物イオン量塩化物イオン量塩化物イオン量塩化物イオン量塩化物イオン量塩化物イオン量 ０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下０.３０Kg/mm3以下

２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上２７０Kg/mm3以上

１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下１８５Kg/mm3以下

１８N/m㎡１８N/m㎡１８N/m㎡１８N/m㎡１８N/m㎡１８N/m㎡１８N/m㎡

ＳＤ２９５ＡＳＤ２９５ＡＳＤ２９５ＡＳＤ２９５ＡＳＤ２９５ＡＳＤ２９５ＡＳＤ２９５Ａ

ＳＤ３４５ＳＤ３４５ＳＤ３４５ＳＤ３４５ＳＤ３４５ＳＤ３４５ＳＤ３４５

設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度 所要スランプ所要スランプ所要スランプ所要スランプ所要スランプ所要スランプ所要スランプ使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料

鉄　筋鉄　筋鉄　筋鉄　筋鉄　筋鉄　筋鉄　筋

　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別　構造上主要な部分に用いる材料の種別

Ｄ１９以上Ｄ１９以上Ｄ１９以上Ｄ１９以上Ｄ１９以上Ｄ１９以上Ｄ１９以上

Ｄ１６以下Ｄ１６以下Ｄ１６以下Ｄ１６以下Ｄ１６以下Ｄ１６以下Ｄ１６以下

　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別　コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント

使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料

混和材料混和材料混和材料混和材料混和材料混和材料混和材料

水水水水水水水

骨材骨材骨材骨材骨材骨材骨材
細骨材細骨材細骨材細骨材細骨材細骨材細骨材

粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材粗骨材

JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308

JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308

JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308JIS A 5308

JIS A 6204JIS A 6204JIS A 6204JIS A 6204JIS A 6204JIS A 6204JIS A 6204

規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号

JIS R 5210JIS R 5210JIS R 5210JIS R 5210JIS R 5210JIS R 5210JIS R 5210

砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合砂・砕砂・砂と採砂の混合

砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合砂利・砕石・砂利と砕石の混合

ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材ＡＥ材・ＡＥ減水材・高性能減水材

普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント普通ポルトランドセメント

使用材料種類使用材料種類使用材料種類使用材料種類使用材料種類使用材料種類使用材料種類

レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材

レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材レディミクストコンクリート用骨材

レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水レディミクストｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜに用いる水

打ち込み打ち込み打ち込み打ち込み打ち込み打ち込み打ち込み （密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）（密実に充填するための打ち込み及び、締め固めの方法は　JASS-5 7.１～7.7による。）

 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。 　打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。

打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法打ち込み及び締め固めの方法

（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）（密実に充填するための打ち継ぎ部の処理方法は　JASS-5 7.3による。）打ち継ぎ打ち継ぎ打ち継ぎ打ち継ぎ打ち継ぎ打ち継ぎ打ち継ぎ

（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。（c）打ち継ぎ面には水がたまらないようにする。

締め固め締め固め締め固め締め固め締め固め締め固め締め固め

（d）打込み区画（d）打込み区画（d）打込み区画（d）打込み区画（d）打込み区画（d）打込み区画（d）打込み区画

（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び（a）コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨・降雪が予想される場合及び

 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。 　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。
（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を（b）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を

（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた（c）コンクリートは、その占める位置にできるだけ近づけて打ち込む。また、柱で区切られた
　湿潤にする。　湿潤にする。　湿潤にする。　湿潤にする。　湿潤にする。　湿潤にする。　湿潤にする。

　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。　壁においては、柱を通過しコンクリートの横流しをしない。

　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。　打ち込み区画とする。
(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の(1）パラペットの立上がり、ひさし、バルコニー等はこれを支持する構造体部分と同一の

（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。（f）コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。

　打ち込む。　打ち込む。　打ち込む。　打ち込む。　打ち込む。　打ち込む。　打ち込む。
(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して(2)１回で打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して

（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、（e）打ち込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打ち込み場所の施工条件等に応じ、
　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。　良好な締め固めができる範囲とする。

　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。　状況により（２）によることができる。
（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、（g）打ち込みの進め方は（１）による。ただし、通常の階高より低い場合にあっては、

（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に（1）梁及びスラブのコンクリートは、壁及び柱のコンクリートの沈みが落ち着いた後に
　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。　梁を打ち込み、梁のコンクリートが落ち着いた後に、スラブを打ち込む。
（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端（2）型 枠を、変形等が生じないように補強しておき、スラブ上まで一度に打ち込み、一端
　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。　より逐次全般に打ち進める。なお、壁梁の場合は（１）による。

　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。　再振動可能時間以内とする。
（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの（h）同一区画の打ち込み継続中における打ち継ぎ時間は、先に打ち込まれたコンクリートの

　せないように注意する。　せないように注意する。　せないように注意する。　せないように注意する。　せないように注意する。　せないように注意する。　せないように注意する。
（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動（i）コンクリートの打ち込みに際しては、鉄筋、型 枠、スペーサー及びバーサポートを移動

（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、（a）打ち継ぎは、梁及びスラブの場合は、そのスパンの中央付近に設け、柱及び壁の場合は、
　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。　スラブ、壁梁又は基礎の上端に設ける。

（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。（b）打ち継ぎ面には仕切板等を用い、モルタ ル、セメントペースト等が漏出しないように仕切る。
　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、　また、打ち継ぎ面が外部に接する箇所には、定規を取り付け、引通しよく打ち切り、
　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。　目地を設ける。なお、目地の寸法は特記による。

　露出させる。　露出させる。　露出させる。　露出させる。　露出させる。　露出させる。　露出させる。
（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを（d）打ち継ぎ面は、レイタ ンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを

　充填されるように行う。　充填されるように行う。　充填されるように行う。　充填されるように行う。　充填されるように行う。　充填されるように行う。　充填されるように行う。
（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが（a）コンクリートの締め固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型 枠の隅々までコンクリートが

（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に（b) 締め固めは、コンクリート棒形振動機、型 枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に
　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。　応じて、他の用具を補助として用いる。

（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る（c）コンクリート棒形振動機は、打ち込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入る

　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。　加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。
　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、　ように、ほぼ垂直に挿入する。打ち込み高さと速度に応じて、挿入間隔は60cm以下とし、

　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。　順序立てて加振する。
（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、（d）型枠振動機は、打ち込み高さと速度に応じて、コンクリートが密実になるように、

（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機（e) 通常の施工の締め固め用機器及び要員は、コンクリート輸送管１系統につき、棒形振動機
　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。　２台以上を配置し、振動機要員、たたき締め要員、型 枠工、鉄筋工等を適切に配置する。

平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号平成12年建設省告示第1464号

一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。一　高カボルト、ボルト又はリベット（以下「ボルト等」という。）による場合　次に定めるところによる。

鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する鉄骨造の継手又は仕口の構造方誌を定める件建築基準法施行令（以下「令」という。）第67条第2項に規定する

方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない方法を用いるものとしなければならない
鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造鉄骨造の継手又は仕口の構造は、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造

イ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のものイ　ボルト等の縁端距離（当該ボルト等の中心軸から接合する鋼材の縁端部までの距離のうち最短のもの

める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。める数値以上の数値としなければならない。
をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定をいう。以下同じ。）は、ボルト等の径及び接合する鋼材の縁端部の種類に応じ、それぞれ次の表に定

ボルト等の径ボルト等の径ボルト等の径ボルト等の径ボルト等の径ボルト等の径ボルト等の径

10以下の場合10以下の場合10以下の場合10以下の場合10以下の場合10以下の場合10以下の場合
10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合10を超え12以下の場合
12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合12を超え16以下の場合
16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合16を超え20以下の場合
20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合20を超え22以下の場合
22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合22を超え24以下の場合
24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合24を超え27以下の場合
27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合27を超え30以下の場合
30を超える場合30を超える場合30を超える場合30を超える場合30を超える場合30を超える場合30を超える場合
この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。この表において、ｄは、ボルト径（単位㎜）を表すものとする。
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22222222222222
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34343434343434
38383838383838
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(9d)/5(9d)/5(9d)/5(9d)/5(9d)/5(9d)/5(9d)/5
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22222222222222
26262626262626
28282828282828
32323232323232
36363636363636
40404040404040

(4d)/3(4d)/3(4d)/3(4d)/3(4d)/3(4d)/3(4d)/3

（単位　㎜）（単位　㎜）（単位　㎜）（単位　㎜）（単位　㎜）（単位　㎜）（単位　㎜）
手動ガス切断縁手動ガス切断縁手動ガス切断縁手動ガス切断縁手動ガス切断縁手動ガス切断縁手動ガス切断縁
せん断縁又はせん断縁又はせん断縁又はせん断縁又はせん断縁又はせん断縁又はせん断縁又は

又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等又は機械仕上げ縁等
圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁圧延縁、自動ガス切断縁のこ引き縁

縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）縁端距離　（単位　㎜）

二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる二　溶接による場合　次に定めるところによる

定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。定める状態としなければならない。
ロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）にロ　高カボルト摩擦接合部の摩擦面は、次に掲げる鋼材の種類に応じ、それぞれ次の（1）又は（2）に

（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、（１）炭素鋼　黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さびが発生した状態又はショットプラスト、
　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態　　　グリッドプラスト等の方法にによってこれと同等以上のすべり係数を有する状態
（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法（２）ステンレス鋼　無機ステンレス粉末入塗料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等の方法
　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態　　　によって（1）と同等以上のすべり係数を有する状態

　によらなければない。　によらなければない。　によらなければない。　によらなければない。　によらなければない。　によらなければない。　によらなければない。
イ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところイ　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ、次に定めるところ

（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に（１）柱とはりの仕口のダイアフラムとフランジのずれにおいては、ダイアフラムとフランジの間に
　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の　　配置する鋼材の厚さが、フランジの厚さよりも大きい場合にあっては当該フランジの厚さの1/4の

　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。　　値以下かつ4mm以下としなければならない。
　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の　　値以下かつ5mm以下とし、当該フランジの厚さ以下の場合にあっては当該フランジの厚さの1/5の

（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。（３）0．3mmを超えるアンダーカットは、存在してはならない。

（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが（２）突合せ継手の食い違いは、鋼材の厚さが15mm以下の場合にあっては1．5mm以下とし、厚さが
　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に　　15mmを超える場合にあっては厚さの1/10の値以下かつ3mm以下でなければならない。この場合に
　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ　　おいて、通しダイアフラム（柱の断面を横断するダイアフラムをいう。以下同じ。）とはりフラ

　　しなければならない。　　しなければならない。　　しなければならない。　　しなければならない。　　しなければならない。　　しなければならない。　　しなければならない。
　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接　　ンジの溶接部にあっては、はりフランジは通しダイアフラムを構成する銅板の厚みの内部で溶接

建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。※設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。

とすること。とすること。とすること。とすること。とすること。とすること。とすること。
建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないもの

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上
上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、緊結すること。

□□□□□□□煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は
鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。

□□□□□□□煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造
又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。

□□□□□□□建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な
管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。管の損傷防止のための措置を講ずること。
管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は
可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。
管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の
震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。

法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する

力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。力上安全なものとすること。
ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐

■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■
■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■
すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、すること。満水時の質量が15㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、
平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。平成12年建設省告示第1388号第５に規定する構造方法によること。

給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と給湯設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造と

その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。その他コンクリート工事について特記なき事項はJASS5、鉄骨工事についてはJASS6による。

調合管理強度調合管理強度調合管理強度調合管理強度調合管理強度調合管理強度調合管理強度 設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う設計基準高度に表6.3.2の構造体強度補正(S)を行う

１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm

　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法　コンクリートの型枠の存置期間及び取り外し時期及び方法

せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間せき板支柱、最小存置期間

支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

梁側、スラブ梁側、スラブ梁側、スラブ梁側、スラブ梁側、スラブ梁側、スラブ梁側、スラブ

柱、壁柱、壁柱、壁柱、壁柱、壁柱、壁柱、壁

基礎基礎基礎基礎基礎基礎基礎

せき板最小存置期間せき板最小存置期間せき板最小存置期間せき板最小存置期間せき板最小存置期間せき板最小存置期間せき板最小存置期間

梁　下梁　下梁　下梁　下梁　下梁　下梁　下

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間支柱の最小存置期間

スラブ下スラブ下スラブ下スラブ下スラブ下スラブ下スラブ下

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント

ポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランド

普通普通普通普通普通普通普通

セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント

ポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランド

普通普通普通普通普通普通普通

セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント

ポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランドポルトランド

普通普通普通普通普通普通普通

セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類

圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで圧縮強度が、５Ｎ／m㎡ となるまで

コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合

より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。より安全であることが確認されるまで。

施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に施工中の荷重及び外力について構造計算に

圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ圧縮強度が､設計基準強度以上であり､かつ

コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合

ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。ことが確認されるまで。

外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である外力について、構造計算により安全である

12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び12N/mm2以上であり、かつ施工中の荷重及び

圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は圧縮強度が、設計基準強度の85％以上又は

コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合コンクリートの圧縮強度による場合

０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上

５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上

１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上

１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上

５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上

０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上

１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上１５℃以上

０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上０℃以上

５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上５℃以上

２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上

１７日以上１７日以上１７日以上１７日以上１７日以上１７日以上１７日以上

２５日以上２５日以上２５日以上２５日以上２５日以上２５日以上２５日以上

２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上２８日以上

８日以上８日以上８日以上８日以上８日以上８日以上８日以上

５日以上５日以上５日以上５日以上５日以上５日以上５日以上

３日以上３日以上３日以上３日以上３日以上３日以上３日以上

コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)

コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)

コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)コンクリートの材齢による場合(日)

コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験
の施工方法等計画書の施工方法等計画書の施工方法等計画書の施工方法等計画書の施工方法等計画書の施工方法等計画書の施工方法等計画書

(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。(ａ)　コンクリートの強度試験の試験回数は、製造工場ごとに、次により行う。
(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回(１) 普通コンクリートの場合は､コンクリートの種類が異なるごとに､１日１回
　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。　　以上､かつ､コンクリート１５０m3ごと及びその端数につき１回以上とする。
(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。(２) 試し練りは､計画調合について､監督職員の承諾を受けるごとに行う。

(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法(ｂ)　コンクリートの強度試験方法
(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取(１) １回の試験の供試体の個数及び試料採取

(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ) １回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期
　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。

　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。
(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で

(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り(ⅲ) (ⅱ) で３度に分けて作成した供試体から､それぞれ１個ずつ３個を取り
　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。　　出し､１回の試験における１材齢の供試体とする。

(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試(２) 供試体は､工事現場において､JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試
　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。　体の作り方)によって作成し､それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。

　に行う。　に行う。　に行う。　に行う。　に行う。　に行う。　に行う。
　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内　なお､脱型 はコンクリートを詰め終わってから２４時間以上４８時間以内

(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度(３) 供試体の養生方法及び養生温度

　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。　　決定用その他必要に応じてそれぞれ３個とする。
(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期(ⅰ)１回の試験の供試体の数は､材齢７日用材齢２８日用､型 枠取外し時期

　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。　　必要な数の供試体を作成する。
(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で(ⅱ) 適切な間隔をあけた運 搬車から､３度に分けて試料を採取し､(ⅰ)で

(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験(４) 圧縮強度試験

コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書コンクリートの圧縮試験方法等計画書（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）（コンクリートの圧縮強度試験方法はJASS A 1108 による）

(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。(ⅰ) 圧縮強度試験方法は､JIS A 1108(コンクリートの圧縮試験方法)による。
(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。(ⅱ) 供試体の養生方法､材齢及び試験回数は､表6.9.2による。

鋼　　材鋼　　材鋼　　材鋼　　材鋼　　材鋼　　材鋼　　材 （鋼材の材質）（鋼材の材質）（鋼材の材質）（鋼材の材質）（鋼材の材質）（鋼材の材質）（鋼材の材質）

規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号 規格名称等規格名称等規格名称等規格名称等規格名称等規格名称等規格名称等

JIS　G　3101JIS　G　3101JIS　G　3101JIS　G　3101JIS　G　3101JIS　G　3101JIS　G　3101

JIS　G　3106JIS　G　3106JIS　G　3106JIS　G　3106JIS　G　3106JIS　G　3106JIS　G　3106

JIS　G　3114JIS　G　3114JIS　G　3114JIS　G　3114JIS　G　3114JIS　G　3114JIS　G　3114

一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材

溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材溶接構造用圧延鋼材

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号

SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540SS400,SS490,SS540

SM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,CSM400A,B,C,SM490A,B,C、SM490YA,YB,SM520B,C

コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法コンクリートの養生方法

養生温度養生温度養生温度養生温度養生温度養生温度養生温度

（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）（養生処理方法は　JASS-5 8.1～8.4による。）

（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。（b）コンクリート打ち込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、初期養生を行う。
　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。　　なお、適切な養生を行うことができない場合は打込みを行わない。
　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。　　コンクリート温度を２℃以上に保つ。
（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、（a）寒冷期においては、コンクリートを寒気から保護し、打ち込み後５日間以上は、

（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　（c）コンクリート打ち込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温　　

　　 養生を行う。　　 養生を行う。　　 養生を行う。　　 養生を行う。　　 養生を行う。　　 養生を行う。　　 養生を行う。
　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような　　 より25℃以上高くなる恐れがある場合は、温度応力による悪影響が生じないような

表面の表面の表面の表面の表面の表面の表面の
乾燥防止乾燥防止乾燥防止乾燥防止乾燥防止乾燥防止乾燥防止

打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合打ち込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種の場合
５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。５日間以上、高炉セメントＢ種の場合７日間以上、散水、その他の方法で湿潤に保つ。

ないようにする。ないようにする。ないようにする。ないようにする。ないようにする。ないようにする。ないようにする。
また、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することのまた、気温が高い場合又は直射日光を受ける場合には、コンクリート面が乾燥することの

（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。（a）硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。振動及び外力振動及び外力振動及び外力振動及び外力振動及び外力振動及び外力振動及び外力
からの保護からの保護からの保護からの保護からの保護からの保護からの保護 （b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。（b）コンクリートの打ち込み後、少なくとも１日間はその上の歩行又は作業をしない。

　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。　 ような保護を行う。
　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない　 やむを得ず歩行したり、作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えない

供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２供試体の養生方法、材齢及び試験回数　　表６.９.２

試験の目的試験の目的試験の目的試験の目的試験の目的試験の目的試験の目的 調合管理強度の判定調合管理強度の判定調合管理強度の判定調合管理強度の判定調合管理強度の判定調合管理強度の判定調合管理強度の判定 構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定構造体のコンクリート強度の判定
型枠取外し型枠取外し型枠取外し型枠取外し型枠取外し型枠取外し型枠取外し
時期の決定時期の決定時期の決定時期の決定時期の決定時期の決定時期の決定

養生方法養生方法養生方法養生方法養生方法養生方法養生方法

供試体の個数供試体の個数供試体の個数供試体の個数供試体の個数供試体の個数供試体の個数

頻度頻度頻度頻度頻度頻度頻度

行う。行う。行う。行う。行う。行う。行う。

均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに均等に分割した単位ごとに

ごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼごと､かつ､150m3以下にほぼ

打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､打込み日ごと、打込み工区ごと､かつ､

150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位150m3以下にほぼ均等に分割した単位

ごとに行う。ごとに行う。ごとに行う。ごとに行う。ごとに行う。ごとに行う。ごとに行う。

打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区打込み日ごと、打込み工区

を作成する。を作成する。を作成する。を作成する。を作成する。を作成する。を作成する。

１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した１台の運搬車から採取した

試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体試料で同時に３個の供試体

必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ

て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。

３３３３３３３

適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を

採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。採取し、１台につき１個（合計３個）の供試体を作製する。供試体の作成方法供試体の作成方法供試体の作成方法供試体の作成方法供試体の作成方法供試体の作成方法供試体の作成方法

工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に

て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。て定める。

必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ

封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生

養生又は養生又は養生又は養生又は養生又は養生又は養生又は

おける水中おける水中おける水中おける水中おける水中おける水中おける水中

２８日２８日２８日２８日２８日２８日２８日

首位中養生首位中養生首位中養生首位中養生首位中養生首位中養生首位中養生

おけるおけるおけるおけるおけるおけるおける

工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に

封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生封かん養生

おけるおけるおけるおけるおけるおけるおける

工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に工事現場に

標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生

２８日２８日２８日２８日２８日２８日２８日

91日以内91日以内91日以内91日以内91日以内91日以内91日以内

28日を超え28日を超え28日を超え28日を超え28日を超え28日を超え28日を超え

28日及び28日及び28日及び28日及び28日及び28日及び28日及び

２８日２８日２８日２８日２８日２８日２８日

標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生標準養生

材齢材齢材齢材齢材齢材齢材齢

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

１
回
の
試
験

JIS　G　3136JIS　G　3136JIS　G　3136JIS　G　3136JIS　G　3136JIS　G　3136JIS　G　3136

JIS　G　3138JIS　G　3138JIS　G　3138JIS　G　3138JIS　G　3138JIS　G　3138JIS　G　3138

JIS　G　3350JIS　G　3350JIS　G　3350JIS　G　3350JIS　G　3350JIS　G　3350JIS　G　3350

JIS　G　3353JIS　G　3353JIS　G　3353JIS　G　3353JIS　G　3353JIS　G　3353JIS　G　3353

JIS　G　3444JIS　G　3444JIS　G　3444JIS　G　3444JIS　G　3444JIS　G　3444JIS　G　3444

JIS　G　3466JIS　G　3466JIS　G　3466JIS　G　3466JIS　G　3466JIS　G　3466JIS　G　3466

JIS　G　3475JIS　G　3475JIS　G　3475JIS　G　3475JIS　G　3475JIS　G　3475JIS　G　3475

建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材建築構造用圧延鋼材

建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼建築構造用圧延棒鋼

一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼一般構造用軽量形鋼

一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼一般構造用溶接軽量H形鋼

一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管一般構造用炭素鋼鋼管

一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管一般構造用角形鋼管

建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管建築構造用炭素鋼鋼管

SN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,CSN400A,B,C,SN490B,C

SNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490BSNR400A,B,SNR490B

SSC400SSC400SSC400SSC400SSC400SSC400SSC400

SWH400SWH400SWH400SWH400SWH400SWH400SWH400

STK400,STK490STK400,STK490STK400,STK490STK400,STK490STK400,STK490STK400,STK490STK400,STK490

STKR400,STKR490STKR400,STKR490STKR400,STKR490STKR400,STKR490STKR400,STKR490STKR400,STKR490STKR400,STKR490

STKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490BSTKN400W,STKN400B,STKN490B

SMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AWSMA490AW,AP,BW,BP,CW,CP,SMA490AW

AP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CPAP,BW,BP,CW,CP

１８cm１８cm１８cm１８cm１８cm１８cm１８cm

令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項令第129条の２の３の事項

備考備考備考備考備考備考備考

２４N/m㎡２４N/m㎡２４N/m㎡２４N/m㎡２４N/m㎡２４N/m㎡２４N/m㎡

１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm１５cm２１N/m㎡２１N/m㎡２１N/m㎡２１N/m㎡２１N/m㎡２１N/m㎡２１N/m㎡

躯体18cm躯体18cm躯体18cm躯体18cm躯体18cm躯体18cm躯体18cm

土間15cm土間15cm土間15cm土間15cm土間15cm土間15cm土間15cm

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日作成年月日

A1:A1:A1:A1:A1:A1:A1:
縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

A3:A3:A3:A3:A3:A3:A3:

会社名会社名会社名会社名会社名会社名会社名 株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク

事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名事業者名 三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター三内丸山遺跡センター

一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚

－－－－－－－
－－－－－－－

北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書北盛土覆屋　構造仕様書

2023年3月24日2023年3月24日2023年3月24日2023年3月24日2023年3月24日2023年3月24日2023年3月24日

北覆　構-03北覆　構-03北覆　構-03北覆　構-03北覆　構-03北覆　構-03北覆　構-03



2525252525252525252525252525

25252525252525 25252525252525

25252525252525

25252525252525

2525252525252525252525252525

□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）□　③　社内検査（ＮＤＩ・１種以上の資格者に限る）

□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社）□　①　受入検査（第三者検査会社） ３５３５３５３５３５３５３５

１００１００１００１００１００１００１００

指定の検査機関指定の検査機関指定の検査機関指定の検査機関指定の検査機関指定の検査機関指定の検査機関□　②　□　②　□　②　□　②　□　②　□　②　□　②　

２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）２．　溶接部検査（外観検査共）
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0
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0 5
0

5
0

5
0
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0

5050 5
050 50

ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６ＰＬ－５０ｘ６

50505050505050 50505050505050

ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1

ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1

ｔｔｔｔｔｔｔ

ｔ2ｔ2ｔ2ｔ2ｔ2ｔ2ｔ2

((((((( )))))))

aaaaaaaaaaaaaa

①①①①①①①

組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１組立溶接・本溶接ともＪＩＳ　Ｚ　３８０１又はＪＩＳ　Ｚ　３８４１

３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。３．　開先のある溶接の両端には、フラックスタブを用いる。

接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。接合面をブラスト処理する場合は、ブラスト前に孔あけ加工する。

１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。１．　高力ボルト用孔の孔あけ加工は、ドリルあけとする。

３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。３．　ノンスカラップ工法を原則とし、開先加工形状は特記による。

とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。

１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則１．　開先の加工は切削加工機叉は自動ガス切断機により行うことを原則

％％％％％％％

％％％％％％％

％％％％％％％

超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。超音波探傷検査とし、検査を行なう機関及び抜取率は下記による。

２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書２．　溶接工事作業計画書

ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1

ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1ｔ1

溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。溶接に使用する材料は母材の材質に適合したものを使用する。２．２．２．２．２．２．２．

１．１．１．１．１．１．１．

ブラスト処理ブラスト処理ブラスト処理ブラスト処理ブラスト処理ブラスト処理ブラスト処理２．２．２．２．２．２．２．

自然発生自然発生自然発生自然発生自然発生自然発生自然発生１．　１．　１．　１．　１．　１．　１．　

孔径は下記とする。孔径は下記とする。孔径は下記とする。孔径は下記とする。孔径は下記とする。孔径は下記とする。孔径は下記とする。４．　４．　４．　４．　４．　４．　４．　

アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔アンカーボルト孔・セパ孔・設備貫通孔等で、径３０㎜以上はガス孔３．　３．　３．　３．　３．　３．　３．　

ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、ボルト・アンカーボルト・鉄筋貫通孔はドリルあけを原則とするが、２．　２．　２．　２．　２．　２．　２．　

２回２回２回２回２回２回２回

１回１回１回１回１回１回１回現場タッチアップ現場タッチアップ現場タッチアップ現場タッチアップ現場タッチアップ現場タッチアップ現場タッチアップ

１．１．１．１．１．１．１． 本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。本工事は指示のない限り、下記最新版を適用する。

現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう現場溶接は原則として超音波探傷試験を１００％行なう注）注）注）注）注）注）注）

一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項１．１．１．１．１．１．１．

３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。３．　切断面のたれ、まくれは取り除く。

２．開先加工２．開先加工２．開先加工２．開先加工２．開先加工２．開先加工２．開先加工

５．溶　　接５．溶　　接５．溶　　接５．溶　　接５．溶　　接５．溶　　接５．溶　　接

３．検　　査３．検　　査３．検　　査３．検　　査３．検　　査３．検　　査３．検　　査

２．材　　料２．材　　料２．材　　料２．材　　料２．材　　料２．材　　料２．材　　料

１．切　　断１．切　　断１．切　　断１．切　　断１．切　　断１．切　　断１．切　　断

４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理４．摩擦面の処理

３．孔あけ加工３．孔あけ加工３．孔あけ加工３．孔あけ加工３．孔あけ加工３．孔あけ加工３．孔あけ加工

指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）指定工場名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上補強プレートはウェブプレート２倍以上

φが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記によるφが０．４Ｈ以上は特記による

φが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なしφが０．２Ｈ以下は補強なし

L：特記によるL：特記によるL：特記によるL：特記によるL：特記によるL：特記によるL：特記による

LLLLLLL
過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。過大であったりビード表面形状に不整かあってはならない。

精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、精度検査基準」による。余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げ、

場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨場合は１０㎜とする。このときの許容差はＪＡＳＳ６－付則６「鉄骨

盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える盛高さは突合せる材の厚さの１／４とし、材の厚さが４０㎜を超える

完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余完全溶込み溶接の突合せ継手の余盛高さは０㎜以下とし、Ｔ継手の余

加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。加熱すれば溶接することができる。

から５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切にから５℃においては、溶接部より１００㎜の範囲の母材部分を適切に

気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃気温－５℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。気温が－５℃

の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。の有資格者が行なう。

φφφφφφφ φφφφφφφ

ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上

０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ０．３Ｈ≦φ≦０．４Ｈ

ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上ｂ＝３φ以上

ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上ａ＝２φ以上

０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ０．２Ｈ≦φ≦０．３Ｈ

突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ突合せ継手およびＴ継手の余盛高さ

デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、デイスクグラインター等で黒皮などを原則として、

６６６６６６６

６６６６６６６

３５３５３５３５３５３５３５

５．　５．　５．　５．　５．　５．　５．　

４．　４．　４．　４．　４．　４．　４．　

（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）

確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。確保する。ブラスト処理の場合は発錆の必要はない。

ショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさをショットブラスト等で５０μｍＲｙ以上のあらさを

自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。自然放置して発生させた赤さび状態を確保する。

スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、スプライスプレートの全面の範囲について除去した後、

（単位：㎜）（単位：㎜）（単位：㎜）（単位：㎜）（単位：㎜）（単位：㎜）（単位：㎜）

－－－－－－－

－－－－－－－ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０ｄ１＋５．０

ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５ｄ１＋０．５

ｄ１≧２７ｄ１≧２７ｄ１≧２７ｄ１≧２７ｄ１≧２７ｄ１≧２７ｄ１≧２７

ｄ１＜２７ｄ１＜２７ｄ１＜２７ｄ１＜２７ｄ１＜２７ｄ１＜２７ｄ１＜２７高力ボルト高力ボルト高力ボルト高力ボルト高力ボルト高力ボルト高力ボルト ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０ｄ１＋２．０

ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０ｄ１＋３．０

公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１公称軸径　ｄ１ｄｄｄｄｄｄｄ孔径孔径孔径孔径孔径孔径孔径

アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト

ボルトボルトボルトボルトボルトボルトボルト

種類種類種類種類種類種類種類

すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。すべり係数０．４５以上確保できる方法は下記の通りとする。

（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）

などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。などが生じた場合は、グラインダーなどにより修正する。

としてもよい。としてもよい。としてもよい。としてもよい。としてもよい。としてもよい。としてもよい。

板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり板厚１３㎜以下の時は、せん断孔としてもよい。但し、切断面にばり

（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）

とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。

２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下２．　開先加工面は、あらさ、２００μｍＲｙ以下、ノッチ深さは２㎜以下

（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）

２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。２．　せん断切断する場合の鋼材の板厚は、１３㎜以下とする。

ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。ノッチの深さは１㎜以下とする。

柱鋼管と柱鋼管と柱鋼管と柱鋼管と柱鋼管と柱鋼管と柱鋼管と 同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上

外外外外外外外内内内内内内内外外外外外外外内内内内内内内

角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）角型鋼管柱継手（現場溶接）

片側溶接片側溶接片側溶接片側溶接片側溶接片側溶接片側溶接

両側溶接両側溶接両側溶接両側溶接両側溶接両側溶接両側溶接

（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）

（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）

（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）（裏はつり後溶接）

溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢

溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢

溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢

溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢溶接姿勢

補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上補強プレートはウェブプレート厚さ以上

程度程度程度程度程度程度程度

特記による

特記による

特記による

特記による

特記による

特記による

特記による

締めに注意のこと。締めに注意のこと。締めに注意のこと。締めに注意のこと。締めに注意のこと。締めに注意のこと。締めに注意のこと。

溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト溶接と添板のボルト

大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は大梁が斜めの場合は

ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定ＦＰＬ折曲げ規定

）））））））（（（（（（（ Ｒ≧５０Ｒ≧５０Ｒ≧５０Ｒ≧５０Ｒ≧５０Ｒ≧５０Ｒ≧５０

補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる補強プレートＰＬ≧６をいれる

勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は勾配が１／５をこえる場合は

梁現場継手位置梁現場継手位置梁現場継手位置梁現場継手位置梁現場継手位置梁現場継手位置梁現場継手位置

50505050505050

建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場建設省告示１１０３号による建設大臣認定工場

全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場全国　構工業連合会認定工場

鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場鉄骨建設業協会認定工場

Ｊ　グレードＪ　グレードＪ　グレードＪ　グレードＪ　グレードＪ　グレードＪ　グレード

Ｈ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレードＨ．Ｍ．Ｒ．グレード

Ｓ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレードＳ．Ａ．Ｂ．Ｃ．グレード

仕口の標準仕口の標準仕口の標準仕口の標準仕口の標準仕口の標準仕口の標準

デッキプレート受プレートデッキプレート受プレートデッキプレート受プレートデッキプレート受プレートデッキプレート受プレートデッキプレート受プレートデッキプレート受プレート

スリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とするスリーブは梁せいの中央１／２の範囲とする

ウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とするウェブプレート厚さが１０㎜を越える場合は両面補強とする
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２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上
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２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上２５以上
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叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

□Ｂタイプ□Ｂタイプ□Ｂタイプ□Ｂタイプ□Ｂタイプ□Ｂタイプ□Ｂタイプ
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①①①①①①①

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

③③③③③③③

③③③③③③③

③③③③③③③
柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと柱ＦＰＬと

同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上

①①①①①①①

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

①①①①①①①

①①①①①①① 叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

スカラップスカラップスカラップスカラップスカラップスカラップスカラップ

継手リストによる継手リストによる継手リストによる継手リストによる継手リストによる継手リストによる継手リストによる

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

1111111

3333333≧≧≧≧≧≧≧

RR RR RR R

設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上設計上必要な長さ以上

①①①①①①① 叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は
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フランジが接しないことフランジが接しないことフランジが接しないことフランジが接しないことフランジが接しないことフランジが接しないことフランジが接しないこと

内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁内ダイアフラムの場合は柱の角のＲに梁

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

CCCCCCCCCCCCCC

ダイアフラムダイアフラムダイアフラムダイアフラムダイアフラムダイアフラムダイアフラム

1
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00

1
00

1
00 1
00

1
00

1
00

①①①①①①①

内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ内ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ外ダイヤフラムＰＬ

ハンチ梁ハンチ梁ハンチ梁ハンチ梁ハンチ梁ハンチ梁ハンチ梁

梁通し梁通し梁通し梁通し梁通し梁通し梁通し

③③③③③③③

同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと

①①①①①①①

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

bbbbbbbbbbbbbb

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

叉は叉は叉は叉は叉は叉は叉は

梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと梁ＦＰＬと

同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上同厚以上

Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱Ｈ型鋼柱１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。１．　鋼材の切断面はいちじるしい切欠きを生じない様にする。

工作標準工作標準工作標準工作標準工作標準工作標準工作標準

□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう□　現寸検査．　　□　組立検査．　　□　製品検査．　を行なう

１．　立会検査１．　立会検査１．　立会検査１．　立会検査１．　立会検査１．　立会検査１．　立会検査

塗料種類塗料種類塗料種類塗料種類塗料種類塗料種類塗料種類 塗り回数塗り回数塗り回数塗り回数塗り回数塗り回数塗り回数

工場工場工場工場工場工場工場

２種２種２種２種２種２種２種１種１種１種１種１種１種１種

（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）

発第３４９号）発第３４９号）発第３４９号）発第３４９号）発第３４９号）発第３４９号）発第３４９号）

４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指４．　鉄骨工事施工状況報告書の内、製作工場に求められる書類（建設省住指

３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書３．　防錆塗料成分証明書

２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書２．　高力ボルト規格証明書

５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）５．　現場建方時に製作工場名表示看板を掲げる事（建設省住指発第３４７号）

３．　製作要領書３．　製作要領書３．　製作要領書３．　製作要領書３．　製作要領書３．　製作要領書３．　製作要領書

１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）１．　認定工場認定証の写し（指定ゴム印のあるもの）

４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの４．　鉄骨工事着手前に提出するもの

１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）１．　鋼材規格証明書（実物又は裏書きミルシート）

６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの６．　鉄骨工事完了後提出するもの

２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。２．　溶接部の設計応力度は下記の通りとする。

１．０Ｆ１．０Ｆ１．０Ｆ１．０Ｆ１．０Ｆ１．０Ｆ１．０Ｆ ０．９Ｆ０．９Ｆ０．９Ｆ０．９Ｆ０．９Ｆ０．９Ｆ０．９Ｆ

３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする３．　製作工場は下記の通りとし監理者の承認した工場とする

（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）（２）　突合せ溶接（平継手　Ｔ形継手）

（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接（１）　すみ肉溶接

溶接基準図溶接基準図溶接基準図溶接基準図溶接基準図溶接基準図溶接基準図

山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手山型ラーメン棟部の継手

柱通し柱通し柱通し柱通し柱通し柱通し柱通し

角型鋼管柱角型鋼管柱角型鋼管柱角型鋼管柱角型鋼管柱角型鋼管柱角型鋼管柱

柱梁接合部柱梁接合部柱梁接合部柱梁接合部柱梁接合部柱梁接合部柱梁接合部
（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）（ＪＡＳＳ　６）

角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手角型鋼管現場継手

（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）（適用事項は□印で示す）

（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）（適用事項は○印で示す）

（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）（合成床の場合は設計図書による）

●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する

●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する●両側に補強すみ肉溶接を付加する

Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４

Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４

ｔ≧１６ｔ≧１６ｔ≧１６ｔ≧１６ｔ≧１６ｔ≧１６ｔ≧１６

Ｆ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．Ｖ

ｔｔｔｔｔｔｔ

６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６６＜ｔ＜１６

Ｆ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．Ｖ

ｔｔｔｔｔｔｔ

５５５５５５５

４４４４４４４

３３３３３３３

２２２２２２２

θ＝４５θ＝４５θ＝４５θ＝４５θ＝４５θ＝４５θ＝４５

Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２Ｇ＝０～２
Ｒ≦２Ｒ≦２Ｒ≦２Ｒ≦２Ｒ≦２Ｒ≦２Ｒ≦２

●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する●補強すみ肉溶接を付加する

Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４Ｓ＝ｔ／４

Ｆ・ＶＦ・ＶＦ・ＶＦ・ＶＦ・ＶＦ・ＶＦ・Ｖ

ＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣ

６６６６６６６ ６６６６６６６ ９９９９９９９

９９９９９９９

９９９９９９９９９９９９９９

９９９９９９９

９９９９９９９

９９９９９９９

６６６６６６６

３５３５３５３５３５３５３５

３５３５３５３５３５３５３５ ３５３５３５３５３５３５３５

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。
θθθθθθθ

１９≦ｔ１９≦ｔ１９≦ｔ１９≦ｔ１９≦ｔ１９≦ｔ１９≦ｔ

ＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣＧＣ，ＮＧＣ

ＧＧＧＧＧＧＧθθθθθθθＧＧＧＧＧＧＧｔｔｔｔｔｔｔ

６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２６≦ｔ＜１２

１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９１２≦ｔ＜１９

０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）

０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）０．５≦ｆ≦３（ただし、ｔ≧１５のとき４㎜とする）

Ｆ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．ＶＦ．Ｖ

６＜ｔ６＜ｔ６＜ｔ６＜ｔ６＜ｔ６＜ｔ６＜ｔｔｔｔｔｔｔｔ

。。。。。。。

１１１１１１１

１１１１１１１
９～１０９～１０９～１０９～１０９～１０９～１０９～１０

余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする余盛は（１＋０．１Ｓ）㎜以下とする

●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする●ｔはｔ１、ｔ２の小なる方とする

●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする

ｔ≦１６ｔ≦１６ｔ≦１６ｔ≦１６ｔ≦１６ｔ≦１６ｔ≦１６

１２１２１２１２１２１２１２１０１０１０１０１０１０１０７７７７７７７６６６６６６６

８以下８以下８以下８以下８以下８以下８以下 １４～１６１４～１６１４～１６１４～１６１４～１６１４～１６１４～１６１１～１３１１～１３１１～１３１１～１３１１～１３１１～１３１１～１３

ｓｓｓｓｓｓｓ

ｔｔｔｔｔｔｔ

（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）（注）ｆ：余盛　Ｇ：ルート間隔　Ｒ：ルート面　Ｓ：サイズ（単位㎜）
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①①①①①①①

□Ａタイプ□Ａタイプ□Ａタイプ□Ａタイプ□Ａタイプ□Ａタイプ□Ａタイプ

○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。○内に上記溶接基準図の溶接番号を記入のこと。

３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。３．　防錆塗料は下記の通りとする。

２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。２．　高力ボルトは、原則としてトルシア形高力ボルトとする。

１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。１．　主要構造部に使用する鋼材は、ＪＩＳ規格品を使用すること。

鉄骨構造基準鉄骨構造基準鉄骨構造基準鉄骨構造基準鉄骨構造基準鉄骨構造基準鉄骨構造基準

３３３３３３３

３５３５３５３５３５３５３５

３５３５３５３５３５３５３５

Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４Ｋ－５６７４

貫通孔補強貫通孔補強貫通孔補強貫通孔補強貫通孔補強貫通孔補強貫通孔補強 （大臣認定品使用）（大臣認定品使用）（大臣認定品使用）（大臣認定品使用）（大臣認定品使用）（大臣認定品使用）（大臣認定品使用）

２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針２．　日本建築学会　鉄骨精度測定指針

３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編３．　日本建築学会　鉄骨工事技術指針　工場製作編

４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説４．　日本建築学会鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準　同解説

５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）５．　建設大臣官房官庁営繕部監修・建築工事共通仕様書（７章．鉄骨工事）
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共通事項　特記なき限り下記とする。

・　　　は、剛接合を示す。

・　　　は、地中梁増打ちの範囲を示す。

J・　　 印は、柱及び梁ジョイント位置を示す。
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共通事項　特記なき限り下記とする。

　斜め開口補強筋:溶接金網6Φ@100)とする。

・1階壁は、W200(Fc=24N/mm2、配筋：D13@200(縦横ダブル)、縦横開口補強筋：2-D16、
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　試験の際は、監督職員の立会のもと行う。

・(    )数字は、設計GLからのFS1底レベルを示す。

20004300

・1階床は、FS1(Fc=24N/mm2、t=300、配筋：D13@200(縦横ダブル))とする。FS1下の砕石厚100mmとする。
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共通事項　特記なき限り下記とする。
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・屋根ブレースは、1-M16とする。
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・梁天端レベルは、意匠図による。・梁梁の下材天端レベルは、GL+2400とする。
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・外壁コーナー部の胴縁は、2C-100X50X20X2.3とする。

一級建築士第199837号･構造設計一級建築士第6911号 河島覚
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・　　　は、地盤改良の範囲を示す。長期許容支持力度75kN/m2以上とする。

・1階床下を十分に転圧を行い、長期許容支持力度75kN/m2以上あることを地盤載荷試験で確認する。

SB100
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北盛土覆屋　構造図２
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(1)基礎下の砕石厚100mm、捨てコン厚50mmとする。基礎リスト　1/30
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SS400梁 CSG100 上フランジに[-75x40x5x7を溶接

SB100

BPL-12、6-M20

BPL-12、GPL-12、8-M20

特記事項　プレートの材質は、SS400とする。

　　　　　ボルトの材質は、HTB-S10Tとする。アンカーボルトの材質は、SS400とする。

GPL-9、2-M20、アンカーボルトM16（SS400、L=400）

ブレ－ス要領図（ブレースはJIS規格品とする。）
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備　　考
工　　事　　種　　目

屋　外

別契約の関 係受注者が定 置したものは 無償で使用でき る。

（ ○○○○の部 ）特記仕様書に よる。

足 場その他

機　材　 名 製造業者等 名

分電盤

高圧交流遮断 器
高圧スイッチギア（PW形）
高圧スイッチギア（CW形）
キュービクル 式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器 （特定機器）
高圧進相コン デンサ
高圧限流ヒュ ーズ
高圧負荷開閉 器
交流無停電 電源装置

中央監視制御 （監視制御装 置）

太陽光発電 装置
監視カメラ装 置

可変速運転 用インバータ装 置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（ パワ ーコン ディ ショナ 及び 系統連 系保 護装 置）

本工事で設 置する。

内部足場
外部足場

Ｃ
Ｄ

　接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。ただし、D=10は1,000mm、 W=30は 1,200mm

避 雷器用（低圧 用）
避 雷器用（高圧 用）

共 　同　接　地

構内交換 機（陽極用）
本配線盤 の保安装置

拡声 増幅器

電話引込 口の保安器

測 定用補助接地極

Ｄ 　種　接　地
Ｃ 　種　接　地
Ｂ 　種　接　地
Ａ 　種　接　地

雷 保護用接地

防犯 装置用 Ｅ

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｓ

Ｌ Ｈ
Ｌ Ｌ
Ｏ

Ｄ ｔ

Ｌ ｔ

ｔ
Ａ ｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

Ｌ Ａ
Ｌ Ａ

Ｅ ＥＡ共 　同　接　地
Ｅ ＥＡ

避雷器用 （モデム用） ＥＭ Ｄ
　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下

ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１
Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１

ＥＢ （Ｄ＝１０又 はＷ＝３０） ×１

Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組
Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下
　　　Ω以下
接地抵抗値

Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×　連－　組
Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１

ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×２
Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

接地極の規 格、数量
ＥＰ× ２

　１０Ω以下 Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組ＥＤ
ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１１００Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下
１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　　　Ω以下

漏 電遮断器回路 ＥEL ５００Ω以下 ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１
　１０Ω以下 Ｅ Ｂ（Ｄ＝１４ 又はＷ＝４０） ×３連－２組

アンテナ 保安器 ＥＬ ｔ １００Ω以下 ＥＢ （Ｄ＝１４又 はＷ＝４０） ×１１００Ω以下

とする 。又、装柱機 器及び屋外灯用 接地極の埋設 標は不要とす る。

雷 保護用接地
記　 　　号

　 最大電力５０ ０ｋＷ以上の場 合においても 、第１種電気工 事士により施 工を
　 行う。

建物名称 構 造 階 数
地上 地下 塔屋 備考建築基準法上の

延面積(㎡)
消防法施行令

別表第１の区分

　 「手すり先行 工法に関するガ イドライン」 に基づく足場 の設置に当たっ
て は、同ガイド ラインの別紙１ 「手すり先行 工法による足 場の組立て等に
関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場

新設する 電線類は、図 面に「ＥＭ－○ ○」の記載が なくとも、Ｅ Ｍ電線、
ＥＭ ケーブルを使 用する。

　イ ）屋外機器及び 屋外の配管に 使用する支持 金物（ボルト類 ）はステンレ
　　 　ス製（ＳＵＳ ３０４）とし 、屋外機器の アンカーボルト のナットには

　ロ ）振動を伴う機 器の支持金物 のナットはダ ブルナットとす る。

５０ ＨＺ

　　 　ナットキャッ プ（樹脂製） を取り付ける 。

方 式により行う 。

　① 設計用水平地震 力

　１．０

　 ・中間階とは 地階、１階を除 く各階で上層 階に該当しな い階とする。

　機器 の重量［ｋＮ］ に、設計用標 準水平震度を 乗じたものとす る。
　なお 、特記なき場合 は設計用標準 水平震度は次 による。

設計用標準水 平震度

重要機器 一 般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　 １．５

中間階

地階 ・１階

機 器種別

機器
防振支 持の機器

水槽類
屋上

及び塔屋
　０．６　１．５ 　１．０ 　 １．０機器

防振支 持の機器
水槽類
機器

防振支 持の機器
水槽類

　２．０
　２．０

　２．０
　１．５

　 ２．０
　 １．５

　１． ５
　１． ０

　１．５
　１．５

　１．５
　１．０

　 １．５
　 １．０

　１．０
　０．６
　０．４　１．０ 　０．６ 　 ０．６

　１．０
　１．５

　１．０
　１．０

　 １．０
　 １．０

　０．６
　０．６

　 ・上層階とは ２～６階建の場 合は最上階、 ７～９階建の 場合は上層２階 、

　　 特定の施設 　　一般の施設

　 　１０～１２ 階建の場合は上 層３階、１３ 階建以上の場 合は上層４階と する。

　 ・水槽類には 燃料小出槽を含 む。

（１）施設の耐震安全性の分類　　　　　特定の施設　　　　　　一般の施設

配電盤
　 ・重要機器は 次のものを示す 。

交流無 停電電源装置

　②設 計用鉛直地震 力
　　 設計用水平地 震力の１／２ とし、水平地震 力と同時に働 くものとする。

中央監 視装置

（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものとする。

発 電装置（防災用 ）
交 換機

直流電源 装置
自動火災 報知受信機

共
通

電

灯

誘
導
支
援
等

動

力

雷
保
護

受
変
電

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

２．建物概要

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

　項目 及び特記事項 は、●印の付 いたものを適用 する。

２．特記仕様

４．指定部分

項　　目

１．共通仕様

（１） 図面及び本特 記仕様に記載 されていない事 項は、国土交 通省大臣官房官 庁営繕部制定 の下記

　　公共建築 工事標準仕様 書（電気設備工 事編）（平成 　　年版）

　　公共建築 改修工事標準仕 様書（電気設 備工事編）（ 平成　　年版）

　　公共建築 設備工事標準 図（電気設備 工事編）（平成 　　年版）

（２） 機械設備工事 を本工事に含 む場合は、機械 設備工事は機 械設備の部の特 記仕様書を適 用する。

適 用 区 分

Ⅱ．工事仕様

　　　 仕様書等のう ち、●印が付 いたものを適用 する。

　　　 なお、機械設 備の部の特記 仕様書は（　　 ／　　）図に よる。

範囲：　　　 　　　　　　　 　工期：令和 　　年　　月 　　日

な し

あ り

章

一

般

共

通

事

項

電気工事 士

電気工作物保安規程

機材の品質 等

　　　① 　品質及び性 能に関する試 験データを整備 していること 。

　　　⑥ 　販売、保守 等の営業体制を 整えているこ と。

　　　②　生 産施設及び品 質の管理を適切 に行っている こと。
　　　③　安 定的な供給が可 能であること 。
　　　④　法 令等で定める 許可、認可、認 定又は免許を 取得しているこ と。

（２ ）下表に機材 名が記載され た製造業者等は 、次の①から ⑥すべての事項
　　 　を満たす証 明となる資料 を提出して監督 職員の承諾を 受ける。

　　　　 　製造又は施 工の実績があり 、その信頼性 があること。

　　 　ただし、次 の①から⑥す べての事項を評 価された事を 示す外部機関が

特　　　記　　　事　　　項

　　　⑤

（以下「標準仕様書」という。）

　　（以下「改修標準仕様書」という。）

（以下「標準図」という。）

耐　震　措　置

他工 事との取合い
　　３１

　　３１

　　３１

一

般

共

通

事

項
施 工範囲　図面に 特記なき場合 は、「工事区 分表」による。

（３）設 計図書に規定す る「ホルムア ルデヒドの放 散量」の区分に おいて、

　　　 　①　建築基 準法施行令第２ ０条の７第１ 項に定める第 一種、第二種及

　　　 　②　建築基 準法施行令第２ ０条の７第４ 項の規定によ り国土交通大臣

　　　 　③　建築基 準法施行令第２ ０条の７第１ 項に定める第 三種ホルムアル

　　　 　④　建築基 準法施行令第２ ０条の７第４ 項の規定によ り国土交通大臣

　　　 　　　類等は 、ホルムアルデ ヒド、アセト アルデヒド及 びスチレンを発
　　　 　　　散しな いか、発散が極 めて少ない材 料を使用した ものとする。

　　　三 種」とは次の③ 又は④に該当 する材料を指 す。
　　　「 規制対象外」と は次の①又は ②に該当する 材料を指し、同 区分「第

　　　 　　　び第三 種ホルムアルデ ヒド発散建築 材料以外の材 料

　　　 　　　の認定 を受けた材料

　　　 　　　デヒド 発散建築材料

　　　 　　　の認定 を受けた材料

（２）建 築物内部に使 用する材料等 は、設計図書に 規定する所要 の品質及び
　　　性能 を有すると共 に、次の①か ら④を満たすも のとする。

　　　 　①　合板、 木質系フローリ ング、構造用 パネル、集成 材、単板積層材 、

　　　 　②　接着剤 及び塗料は、ト ルエン、キシ レン及びエチ ルベンゼンの含

　　　 　③　接着剤 は、可塑剤（フ タル酸ジ－ｎ －ブチル及び フタル酸ジ－２

　　　 　④　①の材 料を使用して作 られた家具、 書架、実験台 、その他の什器

　　　 　　　セトア ルデヒド及びス チレンを発散 しない又は発 散が極めて少な
　　　 　　　い材料 で、設計図書に 規定する「ホ ルムアルデヒ ドの放散量」の

　　　 　　　－エチ ルヘキシル等を 含有しない難 揮発性の可塑 剤を除く）が添

　　　 　　　ＭＤＦ 、パーティクル ボード、その 他の木質建材 、ユリア樹脂板 、
　　　 　　　壁紙、 接着剤、保温材 、緩衝材、断 熱材、塗料、 仕上塗材は、ア

　　　 　　　区分に 応じた材料を使 用する。

　　　 　　　有量が 少ない材料を使 用する。

　　　 　　　加され ていない材料を 使用する。

（１）本 工事において 、国等による 環境物品等の調 達の推進等に 関する法律

　　　工 事」の品目を 調達する場合 は、判断の基準 等を満たすも のとする。

　　（平 成１２年法律 第１００号） に基づく、「環 境物品等の調 達の推進に関
環境へ の配慮

仮設工事

種別 脚 立、足場板等

防護シート 設 置する。 設置 しない。
種別 Ａ 種 Ｂ 種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

一

般

共

通

事

項

電線・ケー ブル

電源周 波数

支持金 物
　・固 定金具

地上～
測　　点

鏡上端～中心

廊下表示灯 床上～中心

床上～中心

壁掛形 制御盤

制御用ｽｲｯﾁ

呼出し ﾎﾞﾀﾝ

壁付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親機 )
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(一般)

ｺﾝｾﾝﾄ(厨房)
ｺﾝｾﾝﾄ(車庫)
ｺﾝｾﾝﾄ(機械室)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(踊場)
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鏡上)

ｺﾝｾﾝﾄ(屋外) 地上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

ｺﾝｾﾝﾄ(和室)

分　電 　盤

ｺﾝｾﾝﾄ(一般)

ｽｲｯﾁ(一般)

ｽｲｯﾁ(和室)

ｺﾝｾﾝﾄ(台上)

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
台上～中心

床上～中心

機　　 　　　器

積算用 計器

ｺﾝｾﾝﾄ(車椅子用) 床上～中心
ｽｲｯﾁ(車椅子用)

　1,300

　1,100

　1,100

　1,300

　1,300

　　 900、 400

　1,500

1,000～ 1,300

2,000～ 2,500
2,100～ 2,300

　　 150

　1,300
　800～1,000

　1,300

　1,200

150～200
　　 150
　　 300

　　1,500

取付高(mm)

1,800～2,000

　　 900

表２「機器取付高さ」

(各1個)

　　窓中心

(上限1,900以下)

　　1,500
(上限1,900以下)

(多機能ﾄｲﾚ用)

(玄関子機)

(復旧 ﾎﾞﾀﾝ付 )

引込開 閉器 床上～中心 1,800～2,200

試験用 接地端子箱 床上～下端 　　800

接地端 子箱 床上～中心 　　500

ｽｲｯﾁ(自動ドア) 床上～中心 　1,300

　500～1,000

積雪荷重

　建築基準法 に基づき定まる 風圧力及び積 雪荷重の算定 には次の条件を 用いる。

風速（Ｖｏ＝ 　　　　　　 　　　　　　）
地表面粗度区 分（　　　　 　　　　　　）

建 設省告示第１ ４５５号におけ る区域

（１ ）本工事に使 用する機材等 は、設計図書に 定める品質及 び性能の他、 通

　　 　発行する書 面を提出し監 督職員の承諾を 受けた場合は 証明となる資料

別表（　　 　　　　　　 　　　）

　　 　常有すべき 品質及び性能 を有するものと する。

　　 　等の提出を 省略すること ができる。

風圧力

表１ 「接地極一覧 表」
情報表示 設備

テレビ共 同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視 制御設備

監視カメ ラ設備

火災報知 設備

駐車場管 制設備

電熱設備

受変電設 備
電力貯蔵 設備

雷保護設 備

誘導支援 設備

構内情報 通信網設備

映像・音 響設備

構内交換設 備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信 線路
構内配電 線路

　　　す る基本方針（ 令和３年２月 閣議決定）」に 定める特定調 達品目「公共

（２）設備機 器の固定は、 施設の分類並び に機器の種別 、重要度及び 設置階
　に応じて、 次の設計用水平 地震力及び設 計用鉛直地震 力に対し、移動 、
　 転倒、破損等 が生じないよう にする。

タンブラス イッチ

ＯＡフロア ー用
配線器具の 蓋

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用
OAﾀｯﾌﾟ

人感センサ ー用
プレート

ネーム付 きとする。

アル ミ製

特記の無いﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用ＯＡﾀｯﾌﾟは次の仕様とする。
　2Ｐ 15Ａ (接地極付抜止形)× 4 ｺｰﾄﾞ3ｍ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付 )通電表示灯付

照明の人 感センサー制 御を行う部屋に は、下記の注 意プレートを 設置する。

　参考文 例：「人の動き を検知して点 灯します。一定 時間動きがな ければ消
　　　　 　　　灯します ので、その際 は再度身体を動 かしてくださ い。」
　注意プ レート設置室：

　材質： アクリル　　文 字：印刷文字

樹脂製

寸法：W=180mm程度,H=50mm程度

（計　 　枚）

ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ付
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ

ＬＥＤ照明 器具

照度測定

天井内に 取付けるター ミナルユニット 付リモコンリ レーの設置場 所は、原
則として 点滅系統内の 第１照明器具近 傍とする。
ただし、 これによりが たい場合は監督 職員と協議す る。

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(ＬＮ)」

一般照明の照 度測定箇所は、 下記によるも のとし監督職員 に報告する。
明 るさセンサが 設置される部屋 は、センサ１ 個につき１箇 所以上
明 るさセンサが 設置されない部 屋は、工事全 体で計　　　 　箇所以上

とする。

便 　所（計　　枚 ）

「内外面 溶融亜鉛めっ き（めっき付着 量３００ｇ／ ㎡以上）」仕 上げとする。
屋外、及 び地下ピット で使用する厚鋼 電線管のうち 特記のないも のは

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－２５
とする。

分電 盤、制御盤、 端子盤などの ２次側以降の配 線経路、電線 太さ、電線本
数、管径など は、監督職員の 承諾を受けて 、変更しても さしつかえない 。

床版で断 熱材打込み部 分は、断熱材用 インサートと する。

金属 製（ステンレ ス、新金属も含 む）

アル ミ製
水平 調整付プレー ト（空転防止リ ング付）とす る。

図面に特 記なき場合は 、表１「接地極 一覧表」によ る。

銅合金製

樹脂製

厚鋼電線管

インサート

フラッシプ レート

フロアプレ ート

接地極の種 別及び
位置表示

機器取付高 さ

合成樹脂製可とう

電線本数、管路

塗装

など

管

居室 に設置する分 電盤は指定色塗 装を施す。

下記 部位に使用す る、外面めっき 電線管の露出 配管には塗装を 施す。
（ ）

図面 に特記なき場 合は、表２「機 器取付高さ」 による。

居　室

ケー ブルの種類

　架 橋ポリエチレ ンケーブル（ ３層押出型）」 によるものと し、次による 。

ＥＭ －高圧架橋ポ リエチレンケ ーブルは、ＪＣ Ｓ　４３９５ 「６６００Ｖ

呼称（図示記号）

6k V  E M - C E T ( E E )

6 k V  E M - C E ( E E )

種　　　　　類
6600 V 架 橋 ポリ エ チ レ ン 絶 縁 耐 燃 性

6600V ト リ プ レ ック ス 形架 橋 ポ リ エ チレ ン絶 縁 耐 燃 性
　 　 ポ リ エ チ レ ン シ ー ス ケ ー ブ ル （ 660 0V  CE / F (E E )）

　 　 ポ リ エ チ レ ン シ ー ス ケ ー ブ ル （ 660 0 V C E T/ F ( EE )）

分 電盤

制 御盤

照 度測定
（非常用 の照明装置）

埋込形分 電盤からの立上 り予備配管は 、予備の配線用 遮断器４個以 下の
場合（Ｐ Ｆ２２）を１本 、５個以上の 場合（ＰＦ２２ ）を２本、天 井ま
で立上げ る。

分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形
の１Ｐサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。

配管 ボンドとなる負 荷には接地端 子を設けなくと もよい。

非常 用の照明装置の 照度測定箇所 は、工事全体で 計　　　　箇 所以上とし、
監督 職員に報告する 。

各

設

備

各

設

備

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電

話

ガ
ス
漏
れ

検
知
器

ホ
ン

天井～上端 　　200機器収 容箱

ﾃﾚﾋﾞ端子 (一般 )
ﾃﾚﾋﾞ端子 (和室 )

都市ｶﾞｽ用 (重質)
都市ｶﾞｽ用 (軽質)
液化石油ｶﾞｽ用

発　信 　機
機器収 容箱

表　示 　灯
警報ﾍﾞﾙ

受　信 　機
副受信 機

床上～上端 　　300
天井～上端
床上～上端 　　300

　　 150

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

　2,300
　2,100

　　 150
　　 300

端子盤(EPSなど)
端子盤(廊下,室内)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般 )
壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(和室 )

壁付ｱｯﾃﾈｰﾀ
壁付形ｽﾋﾟｰｶ

ﾍﾞﾙ,ﾌﾞｻﾞｰ,ﾁｬｲﾑ
壁付押ﾎﾞﾀﾝ(一般 )

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般 )
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(一般 )

壁付発 信機
情報表 示盤

壁掛形 親時計

壁付子 時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

　1,300
　1,300

　1,300
　2,300
　1,300

床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～下端
床上～中心

床上～中心
　　150

　1,300
天井高×0.9
天井高×0.9

　　 300

　1,500
　　 300

集合保 安器箱 天井～上端 　　200

　1,500床上～中心機器収容箱(EPS)

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心 　1,400床上～中心
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心 約1,350

壁付 電話機 床上～中心 　1,300

天井高×0.9

機　　 　　　器 測　　点 取付高(mm)

　800～1,500
　800～1,500
　800～1,500
　800～1,500

床上～中心
(上端1,900以下)
　　1,500

動力設備

　東北地方整備 局制定の営繕 工事事業用電気 工作物保安規 程を適用する 。

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて
　　機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

縮尺

会社名

事業者名

A1:
A3:

業務名

図面名

作成年月日

図面番号

三内丸山遺跡センター

株式会社イビソク
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　  8時 間以上録画又 は録音のでき る記憶容量

発

電

設

備

　 低 圧

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

一

般

共

通

事

項

計上しない

計上する（想 定契約電力　 　 kw、想定期間 　　ヶ月間）

電気方式

連続調光形LEDとす
る室名等

室名（ 　　）

誘導灯 電池内蔵形

電

灯

設

備 非常用照明器具 電池内蔵形

トレット

動

力

設

備

電気方式 幹線： 三相　 3線式　 200V
分岐： 三相　 3線式　 200V

警報盤

埋込連用形配 線器具電磁開閉器用押釦

機器への接続 電動機等への 接続は本工事 とする。

電動機等の接地 図示以外は金 属管接地とす る。

総合動作試験 無

電

熱

設

備

電気方式

発熱線 第2種

幹線： 　相　　線式 　　 V
分岐： 　相　　線式 　　 V

表玄関ポーチ 　　約　　㎡

　　　　　　 　　約　　㎡
　　　　　　 　　約　　㎡

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

電池別置形

電池別置形

外部固定形
アルミ製

有（　　）

突針 水平導体 構 造体利用（　 　）メッシュ 導体

引下げ導 線

雷

保

護

設

備

建築 構造体利用 接地極埋 設

低圧：三相 　 3線式　 200V
低圧：単相 　 3線式　 100V/200V

屋 外用（材質（

　  高 圧交流遮断器 (CB)
定格 遮断電流　　 kA以上

建築 構造体利用避雷導線

施工場所及び面積

高圧：三相 　 3線式　 6kV

保護レベル

受雷部

接地極

電気方式

配電盤

主遮断装置

設備容量

変圧器

進相用コンデンサ

自動力率制御装置

高圧

無効 電力検出方式 　  力率検出 方式

限流 ヒューズ及び 高圧負荷開閉器 (PF-S)

ハイテンションアウ

変圧器総容 量：　　 kVA

盤類据付方 法：

構

内

交

換

設

備

　  キュービクル 式形式 簡易 形  　オ ープン形

発電機

定格出力： 　　 kVA

電圧：　　 V
電気方式： 三相 3線式　 50Hz

原動機 　  デ ィーゼル 　  マ イクロガスタ ービン

　  ガ スエンジン
定格出力： 　　 kW(PS)以上

定格出力： 　　 kVA

形式：

方式等： 　  空 気式　  電気方式　始 動方式

　冷 却方式 　  ラジエー タ式 　  水 冷循環式
　冷 却水 　  不凍液を 混合した水道 水 　  水道水

排気系統配管 断熱材：　  ロ ックウール
厚さ等：　  75mm

燃料 　  軽 油 　  灯油 　  A重油

　  なし主貯油槽 (地 下 )：

種類：

太陽光発電装置 太陽電池ア レイ公称電力： 　　 kW
電気方式：　 相　線式

定格出力：　 　 kW

交流出力電圧 ：　　 V

電話交換機 　 ボタン電 話装置　  電 子交換形式： 　  PBX 　  VoIPｼｽﾃﾑ

回線数：　  内 線　 /　回線 　  局線　 /　 回線 　  専 用データ（　 　回線）
主装 置等の撤去（ 支障時の取り扱 い：　　）

電話機 本工 事
ボタ ン電話機 　  多機能電話機 　  内線電 話機

デジ タルコードレ ス電話機

電話機への配線 電話 機 1台につき、 次のものを見 込む。

　  別途工事

直流電源装置 非常 照明器具電源 ・受変電設備制 御電源共用
非常 照明器具専用

受変 電設備専用

蓄電池

(UPS)

　  ライン インタラクテ ィブ方式　  常 時インバータ 給電方式給電方式：

方式：
電圧：

容量：

 　単 相 2線  　単相 3線  　三 相 3線
 　 100V  　 200V

　  常 時商用給電方 式

 　 200/100V

交流無停電電源装置

　　 　 kVA
補償時間： 　　分以上 電解液処理：

アウトレット 銅 合金製 　  ア ルミ製

保安器用接地 本 工事

設備

構内情報通信網

　 別 途工事

イ ーサネット（ 方式：　　） 　  無 線 LAN（方式： 　　）

拡声設備
　  卓上形  　キ ャビネットラ ック形
　  一般用 　  非 常用 　  併 用

増 幅 器 ： 　 　 W

情

報

表

示

・

拡

声

そ

の

他

通

信

設

備

電

力

貯

蔵

設

備

自

動

火

災

報

知

設

備

中

央

監

視

制

御

設

備

本受電後の基本料金

耐震措置

構

内

配

電

線

路

ローテーション 工事範囲 　 配線 　  機器類

電気方式
低圧：三相　 2線式　 100V
低圧：　相　  線式　　  V

PLP 　  FEP 　  PE 　  GLP 　  GLT

敷設方法

標識シートの埋設

柱上機器

 　高 圧低 圧

 　 GP

地中 埋設式 　  架空線式

　 特別高圧

高圧負荷開閉器：　 一般用
　  地絡継電 器付（

　 耐重塩じん用

　 一般用 　  耐塩用避雷器：
高圧カットアウト、碍子等： 　  耐塩用

処理

高圧ケーブルの端末 屋外側： 　  耐 塩用

　  一般用

　  一般用

外灯設備 定格 電圧：　　 V　 　 W

ポー ル内には、配線 用遮断器（ト リップ機構無し ）を設ける。

その他 東北 電力 (株 )外線工 事基準（架空 線編）に準ずる 。

工事範囲

配管路（材質）

用途

管路

管路

電話 用 　 時計 ･拡声用 　  火 災報知用 　  情報 通信

　  配線

　  FEP 　  PE 　  GLP 　  GLT 　 GPPLP配管路（材質）

敷設方法
架空 線式
地中 埋設式（標識シ ート

映像・音響設備 増 幅 器 ： 　 　 W

　  背 面投写式
ス クリーンサイ ズ：　　イン チ

レ コーダー：

プ ロジェクタ：

情報表示設備 　 多 線直接式 　  パ ルス伝送式出 退表示盤：
親 時計：　　回 線

 　時刻補正： 　  標 準電波方式 　  FM ﾗｼﾞｵ方式 　  GPS方式

　  電子式チャ イム組込み
　  壁掛式 　  自 立形

　  プ ログラムタイマ ー組込み

誘導支援設備 庁 舎内連絡用  　身 体障害者用 　  夜 間受付用 　  エレ ベーター用

テレビ共同受信
設備

　 CSA-テレビアンテナ：　 AU- 　  CS BSA-
地 上波アンテナ マスト： 　  自立形

　  自立形

　  壁面取付 形

　  壁面取付 形BS・ CS用アンテ ナマスト：
工 事着手前アン テナの設置予 定位置における 電界強度等の 調査測定をし 、

監視カメラ設備 白 黒方式 　  カ ラー方式
　  専用回線 方式

駐車場管制設備

ネ ットワーク接 続方式

検 知器： 　  光 線式 　  ル ープコイル式

設備
防犯・入退室管理 接地工事 ： 　  本 工事 　  別 途工事

時刻補正 ： 　  時 刻補正装置　  親 時計

自動火災報知装置 受 信機：　　型 　　級　　回 線
　  壁掛形  　自 立形

　  単独 　  複 合盤（自火報 　　回線、自動 閉鎖　　回線 、

副 受信機：　　 回線
機 器収容箱：

　  屋 内消火栓箱に 組込み

非常警報装置 埋 込形 　  露 出形
緊急地震 放送： 　  行 う　  行 わない

自動閉鎖装置 連 動制御器　　 回線（遠方復 帰機構：　　回 線）

自 動閉鎖機構
　  防火戸用（ 本工事、電磁式 又はラッチ式 、 DC24V、 0.6A以下）

受像の可否 を判定した報告 書を提出する 。

　ガス漏れ警 報　　回線）

　  防煙ダンパ 用 (別途工事、 瞬時通電式又は 電動式、 DC24V、 0.6A以下、
　 遠方復帰機構 （電動式）、 DC24V、 0.7A以 下）

 　防火シャッ ター用（別途工 事、 DC24V、 0.6A以下）

　  排煙ダンパ （別途工事、排 煙機運転用連 動機構付）
自 動開放機構

ガス漏れ警報装置

　 自 火報受信機等と の複合盤

　  自 火報受信機等と の複合盤

動 力 設 備 　  自 家発電設備 　  火災 報知設備監視制御対象設備

監視操作装置 空 調 　  衛生

監視制御装置 ○　  Ⅱ型 　  Ⅲ 型  　壁掛式○　  自 立形
　  グ ラフィックパ ネル 　  表示装置

　  キ ーボード

組込み機 器：

構成機器 ：

　  グラ フィック パネル

　  受 変電設備

　  モザイク パネル 　  合成樹脂パ ネル
　  ディスプレ イ： 　  内照式液 晶方式

　  タッチパ ネル式の内照式 液晶方式

Ⅰ 型

　  17型  　 19型 　  21型
 　信号処理装 置 　  記録装置 　

 　補助盤  　電 源装置

パワーコン ディショナ

屋内 用

キュ ービクル式配 電盤 　  高圧スイ ッチギア

飛び出し形
銅合金形

構

内

通

信

線

路

　 前 面投写式

　　時 間以上

　  0.9

受

変

電

設

備

保温、結露防止 外部に面する 壁、天井で建築 工事で FP版（ スタイロフォ ーム等）打込み
箇所に 取付ける位置 ボックスなどは 保温、結露防 止処理を行う。

呼び線 長さ 1m以上の 入線しない管路 には、 1.2mm以上の EM-IE電 線を挿入する。

再使用機材・養生 指定機材（　 　） 　  特別清掃（　 　）

環境に配慮した電線 LAN用ツイスト ペアケーブル は、下記によ る。
　　記　　号

(EM-F/UTP6A)
(EM-UTP6A)

(EM-UTP6)
(EM-UTP5E)

　　　　　　　　　　　仕　　　様

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6A UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6A/F)

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6 UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6/F)
耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ5e UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT5E/F)
JCS5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ LAN用ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6A F/UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-F/UTP-CAT6A/F)

はつり 既存コンクリ ート部の床・壁 の配管貫通部 等の穴開けは 、原則としてダ

イヤモ ンドカッター による。

キュービクル、分電

盤、制御盤等

屋外部の支持金具等

管支持 金具は、溶融 亜鉛めっき製ま たはステンレ ス製とする。

居室（　　）

キャビ ネットの仕上 げ：

　  屋外

　  下記部位に 取付けるもの は、指定色仕 上げとし、それ 以外は製造者 の

　  標準色仕上 げとする。

 　製造者の標 準色仕上げと する。

屋外に設置す る機器付属金物 ・ボルトナッ ト類及び外壁 等への取付用配

　研究所監修） による。
　「建築設備 耐震設計・施 工指針・２０ １４年版」（独 立行政法人建 築

（１）地 域係数

（２）設備 機器の固定はⅡ 工事仕様（一 般共通事項） 耐震施工による 他、

　  鋼板　 　  ステンレ ス））

 　専 用形（  　  埋 込形　　  露出 形）

　  単独（  　  壁掛形　　  自 立形）

受 信機：　　型 　　回線（  　  都市ガス用　 　  液化石油ガ ス用）

　  単独（  　  壁掛型　　  自 立形）

　  埋設 する）　  埋 設しない

　  方向性　　  無方向性）

油入 （  　  屋外キ ュービクル　　 　　） 　  モ ールド（  　　 　）

鉛蓄 電池（  　  HS　　  MSE　　　 　）
アル カリ蓄電池（  　  AH　　  AMH　　  AHH　　 　　）
リチ ウムイオン電 池（  　　　）

壁掛式（電源 装置　　  内蔵 　　  別置）

第 4種

　  EM-TIEF0.65-2 C（  　  20m　　 　　 m）

　  EM-BTIEE0.4-2 P（  　  20m　　 　　 m）

　  あり（  　  別途　　  本 工事）

　  燃料ガ ス（　  燃料 小出槽　 ﾘｯﾄﾙ）

一 般電話用　　 個（  　  納入 する　　  取付 ける）

　  1.0

　  ガスター ビン

幹線： 単相　　線式 　　　　 V

分岐： 単相　　線式 　　　　 V
分岐： 単相　　線式 　　　　 V

高圧：三相　 3線式　 6kV
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工事区分表

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

自家発電装置

発電装置　基礎

トレンチ

トレンチ用　蓋

主燃料槽（充填砂共）

主燃料槽用　基礎、外郭工事（充填砂共）

同上杭及び杭頭処理

燃料小出槽　基礎

防油堤

通気管

給油口ボックス

屋外トレンチ

屋外トレンチ用　蓋

燃料小出槽

給油口ボックス　基礎

危険物表示板

自家発電設備フリーアクセスフロアパネル切込み加工

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

※複数箇所に○印があるものは、各工事を適用する

フリーアクセスフロア給排気グリル

事務室廻り

壁・天井空調給排気グリル

フリーアクセスフロアコンセント

その他

同上本体・駆動装置・検出装置（センサー）

同上本体・操作スイッチ及び２次配線

ター等の１次配線及び１次・２次配管
駆動装置が電動のブラインド・排煙オペレー

映像音響設備のある室で操作卓にスイッチ
を組み込む電動ブラインド

電気錠及び扉～枠通電金具及び２次配線

同上用１次配線及び１次・２次配管

避雷導体の接続

笠木を棟上げ導体とした場合の笠木～
笠木の接続

ルーフドレン及びたてどい

電動スクリーン及びボックス

煙突の水抜き管（排水管）

地震感知器の配管配線

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰと連動制御器ままでの配管配線及
び連動制御盤から煙感知器までの配管配線

壁・天井・床点検口

表面仕上が必要な全熱交換機等の表面仕上

消火器ボックス

感知器連動防火戸のレリーズ用切込み

駆動装置が電動の建具類の１次電源、
１次・２次配管、及び手元電源スイッチ

ボード類、塗装
のみ

Ｍ・Ｅ用含む

レールヒータ用の
手元スイッチを含む

雨水排水設備

雑排水・汚水排水設備

Ｅ・Ｍ桝で充填用マンホールふたを
使用した場合の表面仕上

オイルタンク本体（充填砂共）

くつ洗いの排水金物・排水管

ハンドホール

同上杭及び杭頭処理

駐車場・車庫廻りのガソリントラップ

排水・ハンドホール
廻り

オイルタンク廻り

ピット型の駆体及び砂充填ユニット型浄化槽

オイルタンクの外郭、基礎（充填砂共）

雨水利用設備
（ルーフドレン、縦樋はＡ、縦樋から集水桝までＭ）

屋 外 関 係

上記以外のユニット型浄化槽本体
配管及び据付等（充填砂共）

土工事含む

その他

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

Ａ　建築工事　　Ｅ　電気設備工事　　Ｍ　機械設備工事　　ＥＶ　エレベーター設備工事

その他

同上用マンホール・タラップ

ＲＣ造各種ピット

トラフ・ピット類（ふたを含む）

フリーアクセスフロア内の防水堤

排水溝

オイルサービスタンクの防油堤

設備室内床排水管

既設埋設配管配線調査（Ｘ線探査含む）

軽鉄天井・壁下地

開口部の墨だし

下地材の切込み・補強

ボード類の切り込み

仕 上 関 係

可動間仕切

各種ボックス類

切込み・補強

厨房用はＭ

吊りボルト及び
インサート

設備機器類用

給排気関係 外壁ガラリ

防風板

ウェザーカバー・ベントキャップ

排気フード（標準詳細図によるステンレス製）

排気フード（レンジフード等既製品）

水廻り機器

多機能便所手すり・便器類手すり

鏡（注文品）

鏡（既製品）

手洗い・洗面器カウンター

流し台・吊り戸棚・水切り棚・コンロ台

トイレブース内小物棚

ユニットバス・シャワーユニット

既製浴槽

コンクリート浴槽

ベビーシート

浴槽排水金物

洗濯機パン

（他工事との取合い等）工 事 区 分 表 区分は○印を適用する

Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考

躯 体 関 係

ＲＣ造（梁・壁・床）
の貫通孔・開口部

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

監視カメラ含む

電気設備のモニタ装置
に映像を表示する場合

Ｓ・ＳＲＣ造（梁
壁・床）の貫通孔

鉄骨貫通鋼管スリーブ

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

予備スリーブの穴埋め

開口部

防火・防煙区画

防火・防煙区画

設備機器の基礎 機器取り付け用アンカー・架台

基礎

エレベーター関係

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室内換気設備

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路内ピット防水

ピット点検タラップ

各階出入口穴あけ・同補強

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補強

出入口扉・三方枠及び幕板

機械室・昇降路の躯体

機械室の床開口

機械室の床配管ピット・蓋

ＥＶ制御盤から監視カメラ用の

ＥＶ制御盤からエレベーター内

ホール押釦・インジケータなどの壁開口

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの保守遠隔

監視カメラまでの配管・配線工事

監視装置までの配管・配線工事

監視用（電話回線）の配管工事

昇降路がＳ造の時の中間ビーム及び

昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット
支持柱、他昇降路内の鋼製部材一式

昇降路がＳ造の時の出入口扉・三方枠
及び幕板の固定用鋼材

機械室天井・昇降路内のフック取付

昇降路内頂部煙感知器

ＥＶ制御盤までの動力・照明用電源、アース、
防災信号、拡声設備（館内放送用）配管・配線工事

ＥＶ制御盤からＥＶ監視盤又は警報盤までの
制御及びインターホンの配管・配線工事

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの

ブラケットの受けピース

ピット内点検用コンセント設備工事

熱感知器設備工事

昇降機用吊りフック
（必要な場合、建築工事に支給）

緊急地震速受信用の配管工事

動力計測用電力計から自動制御盤までの
配管・配線工事

　この工事区分表は、建築工事（Ａ）、電気設備工事（Ｅ）、機械設備工事（Ｍ）、エレベーター工事（ＥＶ）といった施工上密接に関連する各工事において、

材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外

の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023年3月24日
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縮尺

会社名

事業者名

A1:
A3:

業務名

図面名

作成年月日

図面番号

三内丸山遺跡センター

S=100
S=50

株式会社イビソク

北盛り 土 電灯分岐設備図

庇壁付前室案電灯分岐設備図　１／５０ 庇壁付前室案非常照明・誘導灯設備図　１／５０

Ｘ３Ｘ１

Ｘ２
２０００

６３００

４３００

Ｘ３Ｘ１

Ｘ２
２０００

６３００

４３００

N

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

１
０

０
０

４
８

０
０

１
０

０
０

Ｃ

Ｂ

ａ

ａ

Ａ

電灯動力配電盤
ＬＰ－１

２．０

図記号 名　　　　称 定　　　　格

取付高さ
Ｈ：２，２００

Ｙ２

Ｙ３

４
８

０
０

園路

N

電灯動力配電盤
ＬＰ－１

２，８
００

ｂ

取付高さ
Ｈ：２，８８４
（平均天井高さ）

２，８
００

ｂ

取付高さ
Ｈ：２，８８４
（平均天井高さ） ３，８

００

ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束３００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ

壁直付型、拡散タイプ、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付

防雨型、ネジ込み方式

カバー：アクリル（透明・内面白塗装）

本体：プラスチック（プラチナメタリック）

ＬＥＤブラケット　１００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５５０ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（ホワイト）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

７．１Ｗ
ａ

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ形　避難口誘導灯片面型

Ｃ形　片面型

９ＶＡ

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３６１８

ｂ

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ ７．０ｍ

－ －

－ －

－ －－

４．２

９．３

７．４

４．６

１０．２

８．２

４．７

１０．８

８．７

４．９

１１．９

９．６

３．３

１２．９

１１．７

－

－

非常灯評定番号　ＬＡＬＥ－００４

ＲＡＳ

６
２

．
８

１
０

５

定　格 １５Ａ　２５０Ｖ

ＲＡＳ

Ｂ

熱線式自動スイッチ（親器）８Ａ　ＡＣ１００Ｖ　広角検知形
明るさセンサ付・検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

露出取付カバー共

点灯照度調整機能付

人感センサ付

別途機械設備工事
　　支給スイッチ

取付本工事

Ａ

Ａ

Ａ
２．０

２．０

３

Ａ

２
１１ＶＡ

９．７Ｗ １７ＶＡ

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

ＪＥ１３Ｗ×１　非常用直付天井灯　非常電源内蔵型
（Ｋ１－ＬＳＳ１１－２）

ＬＥＤ投光器　水銀灯１００形相当
３２．３ＶＡ

電源内蔵型、広角タイプ配光
光束４２００ｌｍ、消費電力３２．７Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

２
．

０ ４

Ａ

２
．

０

２

１Ｃ

　ＥＭ－ＩＥ１．６×８（Ｅ２５)

　ＥＭ－ＩＥ１．６×６（Ｅ２５)

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

２．０

２．０

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　２　（Ｅ１９）　露出

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　２　（Ｅ１９）　露出

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（Ｅ１９）　露出

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（Ｅ１９）　露出

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　４　（Ｅ１９）　露出

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００Ｖ

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００Ｖ

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００Ｖ

ＯＮ－ＯＦＦ（ネーム付き）ワイド形スイッチ×１＋
埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット（２回路用×２）

１６２

１
２

０

切

自動

連続 入

自動

切

熱線センサ用スイッチ

連続 入 切

自動

連続 入

自動

切

熱線センサ用スイッチ

連続 入

2023年3月24日
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ＡＣＰ－１　パッケージエアコン
３φ２００Ｖ２．０１ｋＷ
（別途機械設備工事）

電灯動力配電盤
ＬＰ－１

縮尺

会社名

事業者名

A1:
A3:

業務名

図面名

作成年月日

図面番号

三内丸山遺跡センター

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

S=100
S=50

株式会社イビソク

北盛り 土 コ ンセント 分岐・ 　
　 　 　 　  電灯幹線・ 動力設備図

子供の墓よりＨ

Ｈ１－６
（Ｒ２Ｋ－６０）

遺構

ポーチ

庇ライン

Ｙ２

Ｙ３

Ｘ３Ｘ１

Ｘ２
２０００

６３００

４３００

４
８

０
０

園路

N

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

１
０

０
０

４
８

０
０

１
０

０
０

手摺柵 　ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）・ＡＣＰ－１

※ハンドホール内にて
　レジン接続(計２箇所)

電灯動力配電盤ＬＰ－１
屋内露出型

ステンレス製

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＦ
ＰＬ

ＭＣＣＢ３Ｐ

負荷容量
（ＫＷ）

備　　　考 遮断器Ｆ／ＡＴ 負荷名称

ＥＬＣＢ３Ｐ

セパレータ

パッケージエアコン
ＡＣＰ－１

５０／３０２．０１

５０／３０Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ

備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称
回路

遮断器
番号番号

回路
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＭ－ＣＥ１４ｓｑ－３Ｃ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ Ａ誘導灯

５０／３０Ａ

〃〃

〃

５

３

６

４

２

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

１ ２

〃

〃〃

－
エアコン
室内機

７０

〃〃 ７ ８

〃〃

予　　備

９ １０

１８

観覧路

ポーチ

７

９

換気扇７０

１，２００コンセント

照明器具 照明器具

全熱交換ユニット １００

１，２００ コンセント

〃１，２００

－予　　備

１

１

　ＣＶ１４ｓｑ－３Ｃ　（ＦＥＰ５０）・１φ３Ｗ（既存ケーブル）

　ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ（ＦＥＰ５０）・３φ３Ｗ（既存ケーブル）

　ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ　　（ＦＥＰ５０）・３φ３Ｗ

　Ｅ５．５ｓｑ（ＶＥ１６)

　ＥＭ－ＣＥ１４ｓｑ－３Ｃ・Ｅ５．５ｓｑ（Ｅ３１）・１φ３Ｗ

　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ　　　　　　　　　（Ｅ５１）・３φ３Ｗ

ＥＤ

　ＶＣＴＦ０．３ｓｑ－２Ｃ（Ｅ１９)

電灯幹線・コンセント分岐・動力設備図図　１／５０

図記号 名　　　　称 定　　　　格

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

２２ ２４１

　ＥＭ－ＣＥ１４ｓｑ－３Ｃ（ＦＥＰ３０）・１φ３Ｗ （Ｇ２８）

（Ｇ３６）

別途機械設備工事
　　支給スイッチ 取付本工事

※　露出部は異種管接続材にて接続替え

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ６

８

プルボックス
ＳＳ４００×４００×３００
ＳＵＳ－ＷＰ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（Ｅ１９）

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　２　（Ｅ１９）

ワイド形スイッチ １Ｐ１５Ａ×１

自動ドア

自動ドア

８００

８００

一次側計　　　　　１８ＶＡ
二次側計　　５，７０３ＶＡ
合　　計　　５，７２１ＶＡ

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００
Ｖ

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００
Ｖ

５

ＷＰ

2023年3月24日
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機械設備工事　特記仕様書

Ⅰ　工事概要

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　構成・機能

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

適用区分

機材の品質等

環境への配慮

機材の承諾図

技能士の適用

足場その他

埋戻し及び盛土

電源周波数

耐震施工

容量等の表示

電動機

総合試運転調整

建物導入部配管の変位吸収

溶接部の非破壊検査

支持金物・固定金具

他工事との工事区分

塗　　　装

弁等のサイズ

絶縁継手取付箇所

支持及び固定

地中埋設標等

保温外装

電　線　類

設計温湿度

ばい煙濃度計

鋼板製煙道

長方形ダクトの工法

ダンパー

弁　　　類

温　度　計

チャンバー

塗　　　装

煙　　突

長方形ダクトの区分

風量測定口

配管材料

鋼管用伸縮管継手

瞬間流量計

保　　　温

準拠事項

厨房用排気ダクト

多湿箇所の排気ダクト

開放形湯沸器用排気フード

厨房用排気フード

保　　　温

ダ　ク　ト

排煙口開放及び復帰方法

排煙口の形式

排煙風量測定方法

中央監視制御装置

計装用配線

中央監視制御装置の

量水器桝

弁　　　類

給　水　栓

保　　　温

量水器

配　管　材　料

不凍水栓柱

埋設深さ

ステンレス鋼管の

　接合方法

配　管　材　料

台所流し等の排水管

満水試験継手

配　管　材　料

ステンレス鋼管の

配　管　材　料

屋内消火栓種別

保　　　温

弁　　　類

保　　　温

屋内消火栓開閉弁

　接合方法

○ 引込納付金等

放流納付金等○

○ スパイラルダクトの工法

○

○

○

○

○

大便器洗浄方式

小便器自動洗浄

大便器用洗浄弁

器具付属水栓

衛生器具ユニット

空

○ 地中埋設配管の接合

不活性ガス消火設備○

泡　消　火　設　備○

○

建　物　名　称 構　造
階数 建築基準法による 消防法施行令

備　考
別表第１の区分地上 地下 塔屋 延べ面積（㎡）

３．工事種目（●印のついたものが対象工事）

建物別及び屋外 工　　事　　種　　別

工事種目 屋　外

方　式 設　　　備　　　概　　　要

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

設計用標準水平震度

特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器
機 器 種 別

○

気

調

和

設

備

屋内（調整目標）

系統 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室系統

温度(DB) 湿度(RH)

外気条件
一般系統

温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)温度(DB) 湿度(RH)

夏季

冬季

換

○

気

設

備

排

○

煙

設

備

自

○

動

制

御

設

備

衛

○

生

器

具

設

備

給

○

水

設

備

排

○

水

設

備

給

○

湯

設

備

消

○

火

設

備

１．工事場所

２．建物概要

空気調和設備

換気設備

排煙設備

自動制御設備

衛生器具設備

給水設備

排水設備

給湯設備

消火設備

ガス設備

４．指定部分　　　○　無　　　　　○　有

対象部分（　　　　　　　　　　　　　）

５．設備概要　（●印の付いたものを適用する。）

○全空気方式(

建物内の汚水と雑排水　便所系統（

放流先　汚　水（

　　　　雑排水（

○局所式

○屋内消火栓設備

○都市ガス（種別

１．共通仕様

(１)

標準仕様書（機械設備工事編）（平成３１年版）」（以下，「標準仕様書」という。）及び国土交通省大臣

官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成３１年版）」（以下，

電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用

する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記仕様は（　／　）図による。

２．特記仕様

　●印の付いたものを適用する。

○不活性ガス消火設備

空気調和方式

自動制御方式

給水方式

排水方式

給湯方式

消火設備方式

ガス設備方式

○中央方式

　　　　　　　　　上記以外系統（

「標準図」という。）による。

建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。

○　風圧力

　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）

○　積雪荷重

　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）

(１)

品質及び性能を有するものとする。

別表に機材等名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべて事項を満たす証明とな

る資料を提出し監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価

　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　③安定的な供給が可能であること。

　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　⑥販売、保守等の営業体制が整えられていること。

された事を示す外部機関が発行する

書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料の提出を省略すること

別　表　（品質及び性能に該当する材料・機材等）

機械設備工事機材承諾図様式集（令和元年版）によるほか、監督職員の指示による。

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律

第100号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和3年2月閣議決

定）」による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。

共に、次の①から④までを満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パー

ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、

緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな

い又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放

散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料

を使用する。

③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル

等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムア

ルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

材料を使用したものとする。

設計図書に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において､｢規制対象外｣とは

次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは次の③又は④に該当する

材料を指す。

① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

デヒド発散建築材料以外の材料

② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

○配管施工（配管工事）

○熱絶縁施工（保温工事）

○冷凍空気調和機器施工 （チリングユニット，パッケージ形空気調和機の据付け及び整備）

○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

○本工事で設置する。

　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置

　に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関す

　る基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により

　行う。

○内部足場（

種別

機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は原則として表示された数値以下とする。

５０Ｈｚとする。

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は製造者規

格による標準品としてもよい。

設備機器の固定は、施設の分類に応じて次による。

設計用水平地震力

機器の重量［kN］(水槽類は満水時の液体重量を含む設備機器総重量)に、地域係数

1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

上 層 階
２．０ １．５ １．５ １．０

中間階

地階・１階

２．０ ２．０ ２．０ １．５

２．０ １．５ １．５ １．０

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

１．５ １．０ １．０ ０．６

１．５ １．５ １．５ １．０

１．５ １．０ １．０ ０．６

１．０ ０．６ ０．６ ０．４

１．０ １．０ １．０ ０．６

１．５ １．０ １．０ ０．６

屋上及び塔屋

・上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

・水槽類にはオイルタンクを含む。

・重要機器は次による。

［名称：　　　　、記号：　　　　］［名称：　　　　、記号：　　　　］

［名称：　　　　、記号：　　　　］［名称：　　　　、記号：　　　　］

［名称：　　　　、記号：　　　　］［名称：　　　　、記号：　　　　］

［名称：　　　　、記号：　　　　］［名称：　　　　、記号：　　　　］

設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とする。

本施設は　（

各機器の個別運転調整後に次の総合調整を行い、測定報告書を提出する。

○風量調整

○室内気流及びじんあいの測定

特記されていない弁等のサイズは機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。

図示の箇所に施工する、施工方法は次による。

標準図　施工４　（

図示による。

対象配管系統

標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルト

で行い、振れ止めを施したものとする。

ポンプ、屋外機器及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製

（ＳＵＳ３０４）とする。

振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。

地中埋設標（図示の位置）

工事区分表による。

屋内露出の保温外装は、合成樹脂製カバー２とする。

○保温を行わない居室・便所・湯沸室及び屋外の露出配管（鋼管）、ダクト には塗装を行う。

○図示による。

電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。

取付箇所は図示による。

○別途

板厚は煙道径３００mm以下は３．２mm、３００mmを超えるものは４．５mmとする。

煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設けること。

○アングルフランジ工法

取付箇所は図示による。取付面は監督職員の指示による。

防煙ダンパー

ピストンダンパー

冷温水管

冷却水管

蒸気管　（給気管）

　　　　（還管）

油管、油用通気管（一般）

　　　　　　　　（土中）

膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への補給水管

○配管用炭素鋼鋼管（白）

空調用排水管

冷媒管

○５Ｋ

ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

○ベローズ形

円形指示計とする。

止水コック付とする。　（

着脱形の流量指示部（

内貼を施すチャンバー類の表示寸法は、外形寸法を示す。

空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で

消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、大きさは図示による。

外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。

建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第２編３.１.４表２.３.２　温水管の項に

よる。（エア抜き弁以降の配管は除く。）

屋外露出管（弁、フランジを含む）の保温は、標準仕様書第２編３.１.４表２.３.３

Ｅ２・(ハ)とし厚さは呼び径２５mm以下は５０mm、呼び径３２mm以上は４０mmとする。

還気ダクトの保温

外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温

排気ダクトは外壁開放部より１ｍ程度を保温する。

冷媒管の保温外装

　居室露出部

　屋外

次の部位に使用するダクトには塗装を行う。

○制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）

○図示による。

低圧ダクトとする（高圧１及び高圧２の部位は図示による）。

［

○ダクトの区分

○チャンバー

○本工事

アングルフランジ工法とする。

○亜鉛鉄板

○ステンレス鋼板（ＳＵＳ３０４）

材質（天幕とも）

フード周囲の天幕（フード面から天井面まで）

フードコック

厨房系統、浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統のダクトのシールは標準図施工

４５、４６のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする。

水抜き管

空気調和設備の当該事項による他、全熱交換器の給気ダクトの保温を行う。

○亜鉛鉄板

○パネル形　（

○電気式（遠隔操作

建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（（一財）日本建築設備・昇降機センター）の

排煙風量の検査方法に準じる。

○有り

中央監視制御装置の構成・機能は別紙による。

電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

親メーター用

子メーター用

一般配管

○塩ビライニング鋼管（

土間配管

シンダー内配管

屋外地中

水道直結部分

その他の部分

なお、ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。

○アルミニウム合金製

屋内（

湯沸室、台所、厨房用水栓は泡沫式とする。耐寒水栓はＪＷＷＡの認証品とする。

一般敷地内（

屋外露出管(弁、フランジを含む)の保温は、標準仕様書第２編３.１.５表２.３.５　

ｅ２･（ハ）とし厚さは呼び径２５mm以下は５０mm、呼び径３２mm以上は４０mmとする。

呼び径60SU以下　SAS322

呼び径75SU以上

屋内汚水配管

屋内雑排水管

屋外地中汚水、雑排水管

○リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）

通気管

ポンプアップ排水管（汚水系）

　　　　　（雑配水・湧水系）

図示の位置に取り付ける。

○ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

（膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）

給水設備の当該事項による。

湯沸器の給排気筒（二重管）のいんぺい部保温を行う。

（保温の種別は標準仕様書第２編３.１.５表２.３.５のｈ･（イ）･Ⅸとする）

屋内消火栓配管　一般

　　　　　　　　地中

連結送水配管　　一般

　　　　　　　　地中

○１号消火栓

○１０Ｋ

充水タンクの保温は、標準仕様書第２編３.１.５表２.３.５鋼板製タンクの項による。

消火配管の保温は、標準仕様書第２編３.１.５表２.３.５　給水管の項による。

屋外露出管については給水管に準ずる。

ができる。

ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たす

ものとする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

埋設表示テープ（排水管を除く）

○ビニル管（ＲＦ－ＶＰ，衛生器具との接続部分に限る。）

冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との

間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。

台所流し等の床上露出部分の配管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

（煙道径４００mmを超えるものには、掃除口に蝶番を取り付けること。）

　供給圧力

○要　（

○要　（

○雑用水の水質の測定

低圧ダクトとする。

蒸気還り管は保温不要とする。（屋内露出は除く）

○洗浄タンク方式

○手動式

個別感知方式とする。　　　（

固定こま式（節水こま式）とする。

別図による。

空調用補給水管

○スリット形（

○ダンパー形（

排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による耐熱

・耐火ケーブルとする。

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

施設の分類

［名称：　　　　、記号：　　　　］［名称：　　　　、記号：　　　　］

外面被覆鋼管の呼び径１００Ａ以下はねじ接合とする。

別図による。

別図による。

鋳鉄製ボイラー鋼製簡易ボイラー 鋼製小型ボイラー

真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

吸収冷温水機

鋼製ボイラー

遠心冷凍機

チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット

無圧式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

吸収冷温水機ユニット 冷却塔

ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット

コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（ﾊﾟﾈﾙ形，折込み形） 自動巻取形エアフィルター

電気集じん器 全熱交換器（回転形，静止形） 遠心送風機（多翼形送風機）

斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機

横形遠心ポンプ

立形遠心ポンプ

水中モーターポンプ（汚水用，雑排水用，汚物用）

風量ユニット(定風量・変風量) 自動制御システム

衛生器具ユニット

ＦＲＰ製パネルタンク

密閉形隔膜式膨張タンク（空調用，給湯用）

ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形）

スプリンクラー消火システム

不活性ガス消火システム 泡消火システム ハロゲン化物消火システム

厨房システム マンホールふた・弁桝ふた

℃

℃

％

％

ステンレス鋼板製パネルタンク（ボルト組立形）

○親メーター（

　　　　　　（

○子メーター（

　　　　　　（

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

指定部分工期：令和　　年　　月　　日

○個別方式

Ⅱ　工　事　仕　様

○定風量 ○定風量 ○変風量) ○ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ･ﾀﾞｸﾄ併用方式

○ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾕﾆｯﾄ･ﾀﾞｸﾄ併用方式( ○ＥＨＰ ○ＧＨＰ)

○電気式 ○電子式 ○デジタル式

○水道直結方式 ○高置タンク方式 ○ポンプ直送方式 ○直結増圧方式

○合流式 ○分流式 ○一部合流式)

○合流式 ○分流式 ○一部合流式)

○下水道直放流 ○浄化槽）

○下水道直放流 ○浄化槽）

○中央式

○スプリンクラー設備 ○泡消火設備 ○連結送水管

○フード等用簡易自動消火装置

、高位発熱量 MJ/m3(N)、低位発熱量 MJ/m3(N)、

Pa、一般ガス導管事業者名： ） ○液化石油ガス

図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事

(２)

本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき

(２)

１)

２)

３)

○内部足場（ ○　　種、 ○　　種） ○外部足場（ ○　　種、 ○　　種）

○Ａ種 ○Ｂ種（ただし、コンクリート管以外の管周囲は山砂の類）

(１)

(２)

(１)

(２)

(３)

○特定の施設 ○一般の施設）とする。

○水量調整 ○室内外空気の温湿度の測定

○騒音測定 ○飲料水の水質の測定

○（a））　　施工５　（ ○（ｂ） ○（ｃ））

○冷温水 ○冷却水 ○消火（水用） ○油　○ガス

イ)

ロ)

ハ)

ニ)

１)

２)

○要 ○不要

○要 ○不要

○建築板金施工（ダクト製作及び取付け）

℃

℃

％

％

℃

℃

％

％

℃

℃

％

％

○本工事（鋼板厚 ｍｍ、高さ ｍ以上）

○コーナーボルト工法 （共板フランジ又はスライドオンフランジ）

１) 復帰方式　遠隔式 （定格入力はＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下とする。）

２) 復帰方式　遠隔式

イ) ○配管用炭素鋼鋼管（白）

ロ) ○配管用炭素鋼鋼管（白）

ハ) ○配管用炭素鋼鋼管（黒）

○圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）（Ｓｃｈ４０）

ニ) ○配管用炭素鋼鋼管（黒）

○ポリエチレン被覆鋼管

ホ)

ヘ) ○ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

ト) ○配管用炭素鋼鋼管（白）

チ) ○断熱材被覆銅管（難燃性）

○スリーブ形

○　着脱形 ○　固定形）

○40A用 個、 ○100A用 個、 ○250A用 個）を付属する。

イ)

ロ)

ハ)

イ)

ロ)

ハ)

ニ) ○不要 ○要（保温の厚さ２５mm、範囲は図示による）

ホ) ○要 ○不要

ヘ) （チャンバーボックスを含む）

ト)

○保温化粧ケース（樹脂製）

○保温化粧ケース（樹脂製）

○

○空気調和設備の当該事項に準ずる。］

○長方形ダクトの工法 ○風量測定口 ○防煙ダンパー

○塗装 ○スパイラルダクト

○別途

（板厚は衛生器具表空調１の厨房排気ダクトの板厚表による）

イ) ○ステンレス鋼板（ＳＵＳ３０４） ○

ロ) ○取り付ける ○取り付けない

ハ) ○取り付ける ○取り付けない

イ)

ロ) ○　要 ○　不要

○普通鋼板（厚１．６㎜）

○天井取付 ○壁取付）

○天井取付 ○壁取付）

○天井内取付 ○　　　）

○要 ○不要）

○無し

○洗浄弁方式

○電気開閉式（ ○センサー式 ○タッチスイッチ式）

○ＡＣ電源 ○　　　　　　　　）

○親メーター（ ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式( ○電文式 ○パルス式)）

○貸与品 ○　　　）

○子メーター（ ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式( ○電文式 ○パルス式)）

○買取り ○　　　）

イ) ○水道事業者指定品 ○標準図機材５７

ロ) ○水道事業者指定品 ○標準図機材５７

イ) ○ステンレス鋼管（SUS304） ○ポリ粉体ライニング鋼管( ○ＰＡ ○ＰＢ)

○ＶＡ ○ＶＢ）

ロ) ○ステンレス鋼管（SUS316） ○ポリ粉体ライニング鋼管( ○ＰＤ)

○塩ビライニング鋼管（ ○ＶＤ）

ハ) ○ポリエチレン二層管 ○水道配水用ポリエチレン管

イ) ○１０Ｋ

ロ) ○５Ｋ

○化粧ケーシング（ ○合成樹脂製） ○伸縮式　

イ) ○一般水栓 ○耐寒水栓） ○耐寒水栓 ○一般水栓）屋外（

ロ)

イ) ｍ以上） ロ) 敷地内車両通行部分（ ｍ以上）

イ)

イ) (一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管の管継手性能基準)を満足した継手による接合

ロ) ○溶接接合 ○ハウジング形管継手による接合 ○フランジ接合

○本工事 ○別途） ○不要

イ) ○排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ○配管用炭素鋼鋼管（白）

ロ) ○配管用炭素鋼鋼管（白） ○排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

ハ) ○排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

ニ) ○配管用炭素鋼鋼管（白） ○

ホ) ○排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（圧送ＭＤ）

○配管用炭素鋼鋼管（白）（圧送ＭＤ）

○本工事 ○別途） ○不要

○

イ) 呼び径60SU以下　SAS322

呼び径75SU以上

(一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管の管継手性能基準)を満足した継手による接合

ロ) ○溶接接合 ○ハウジング形管継手による接合 ○フランジ接合

イ) ○配管用炭素鋼鋼管（白）

○外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）

ロ) ○圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ４０）

○外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０　ＶＳ）

○易操作性１号消火栓 ○２号消火栓 ○広範囲型２号消火栓

イ)

ロ)

ハ)

(天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中)

○ステンレス鋼管

(最下階の床下・ピット内)

(天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中)

(最下階の床下・ピット内)

(天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中)

(最下階の床下・ピット内)

雨水排水管へ) ○配管用炭素鋼鋼管（白）

○硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

○耐火二層管（ＦＤＶＤ）

○硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

○耐火二層管（ＦＤＶＤ）

○硬質塩化ビニル管（ ○ＶＰ ○ＶＵ）

○硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

○耐火二層管（ＦＤＶＤ）

○硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

○硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

○硬質塩化ビニル管(VP)

○灯油用被覆銅管

●

●

覆い屋

北盛土覆屋 新　築

31.9

-5.4

○化粧ケース（SUS製）

0.6 0.9

新設一式

新設一式

Ｓ 造 1

●消火器

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

65.1

83.1

● ●

●

●

● ●

●

●

●１０Ｋ

●

●

●

●

●

青森市三内丸山　地内

34.24

● 新設一式

● ●

●

●

60.0

60.0

26.0

10.0

● ●

●

●

●

A1:
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ー
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事業者名
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消泡装置

フローシート

水質表示等の提出

消毒剤

土工事

装置耐荷重

マンホール

制御盤

ポンプ

排気管及び排気かさ

放流側

流入側

ばっ気槽用送風機

総電気容量

主要構造

処理方式

流入負荷

処理能力

熱調理器の熱源

厨房機器類

システム構成その他

配管材料

量水器

弁　類

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

雨

○

水

利

用

設

備

厨

○

房

機

器

設

備

浄

○

化

槽

設

備

特　　記　　事　　項章 項　　　　目

一

般

共

通

事

項

○

板　厚（ｍｍ）
矩形ダクトの長辺（ｍｍ）

　　　　　　　　　　４５０以下

４５０を超え１，２００以下

亜　鉛　鉄　板ステンレス鋼板

０．６以上０．５以上

１，２００を超え１，８００以下

０．８以上

１．０以上

１．２以上

０．６以上

０．８以上

板　厚（ｍｍ）
円形ダクトの直径（ｍｍ）

３００以下

３００を超え　　７５０以下

０．６以上０．５以上

７５０を超え１，０００以下

１，２５０を超えるもの

０．８以上

１．０以上

１．２以上

０．６以上

０．８以上

１，０００を超え１，２５０以下

ステンレス鋼板 亜　鉛　鉄　板

１，８００を超えるもの

板　厚（ｍｍ）
排気フードの長辺（ｍｍ）

　　　　　　　　　　４５０以下

４５０を超え１，２００以下

亜　鉛　鉄　板ステンレス鋼板

０．６以上０．５以上

１，２００を超え１，８００以下

０．８以上

１．０以上

１．２以上

０．６以上

１，８００を超えるもの

０．８以上

１．０以上

給 水 管

排 水 管

埋設深さ(m)

ガ ス 管

消 火 管

油 管

土工事区分 埋戻し用土

構内車路 機械土工 人力土工 掘 削 土 客　　土構内一般

赤系

緑系

黒系

青系

白系

外装色

温水・蒸気管

冷水・冷温水管

給湯管

消火管

給水管

空

○

気

調

和

設

備

換

○

気

設

備

自

○

動

制

御

設

備

衛

○

生

器

具

設

備

給

○

水

設

備

排

○

水

設

備

給

○

湯

設

備

消

○

火

設

備

厨

○

房

機

器

設

備

ガ

○

ス

設

備

空調１　厨房排気ダクトの板厚

空調２　厨房設備に付属する排気フードの板厚

○

○

○

○

○

○

配　管　材　料

ガスボンベ

ガス漏れ警報器

親メーター

バルクタンク

埋　設　深　さ

○ 子メーター

ガ

○

ス

設

備

ノズル式又は消泡剤式とする。

合成樹脂製パネル（厚さ５ｍｍ以上、文字は彫り込み）を取り付ける。

一定期間定常状態で使用後、放流水質等を記入した測定表を提出する。

３０日分を納入する。

残土処分

水替え（自然水位ＧＬ－

山止め

躯体（現場施工形の場合）

埋戻し

根切り

基礎コンクリート

基礎杭

耐荷重はマンホール安全荷重による。

○標準図（機材１）　（

○製造者標準品安全荷重（

（

○製造者標準品

流入用並びに放流用ポンプは各々２台設置し、自動交互異常時同時運転とする。

構造上不要な場合は設けない。

浄化槽本体よりの自然放流方式（必要な場合はポンプアップ方式とする）

浄化槽本体よりの自然放流可能管底　設計ＧＬ－

浄化槽本体への自然流下方式（必要な場合はポンプアップ方式とする）

流入管底　設計ＧＬ－

送風機を２基設置する場合タイマーによる自動交互運転とする。

送風機にはケーブル（ビニルキャプタイヤケーブル）を約

屋外に設置する送風機はカバー付とし、コンクリート基礎上に固定する。

相×

設置スペース　約

○ユニット形（ＦＲＰ製）

○合併処理（告示区分第２、第３、第６の処理方式）

○小規模合併処理（告示区分第１の処理方式及びその他同等の能力を有するもの又は建築

汚水量

対象人員

○ガ　ス

仕様・性能等は図示による。機器の寸法は概略寸法とする。

厨房機器据付け要領は、標準図施工７４による。

○ガ　ス

別図による。

一般配管

集水管

○直読式

○図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋとする。

基準法施行令第３５条１項の大臣認定）

イ)

ロ)

既設

既設

○ 改設

改設○

○

○

○パルス式

既設

改設

○電　気

○電　気

イ)

ロ)

人 ｍｇ／Ｌ ％以上

ｍ３／日

ＢＯＤ濃度 ＢＯＤ除去率

ＢＯＤ濃度 ｍｇ／Ｌ

○現場施工形

Ｌ× Ｗ

Ｖ× ｋＷ

イ)

ロ) ｍ付属する。

ハ)

イ)

ロ)

ｍ

イ)

ロ)

ｍ

○標準仕様書による。

○漏電、過負荷、満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を設ける)

○５ ○１５ ○５０ＫＮ以上とする）

○ＭＨＢ ○ＭＨＡ ○ＭＨＤ）

イ)

ロ)

ハ)

○要（

○本工事

○要（

○本工事

○本工事

○別途）

○別途）

○不要

○不要

○別途

ニ)

ホ)

ヘ)

ト)

チ)

○本工事 ○別途

○本工事 ○別途

○要（

○要（

○本工事

○本工事

○別途）

○別途）

○不要

○不要ｍ）

○構外搬出 ○敷き均し

開閉状態の遠方表示用接点を　　○設ける　　○設けない。

○ 1.0○ ○ 0.9耐震措置

換気扇類

○ 給排気口

○ 換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。

外壁に設置するベントキャップは、給気用に防虫網、排気用に防鳥網を取り付ける。

身障者用洗浄弁○ ○○ センサー式 ○ タッチスイッチ式 　 くつべら式押しボタン

○ リモコン

大便器用便座○ ○ 暖房便座( ○ 普通便座

○ 瞬間式

温水洗浄便座への給水は市水を接続する。

○ 脱臭機能○ 節電機能

○ 貯湯式

○ 温風乾燥機能 ○ 擬音装置

○ 温水洗浄便座：

加熱方式：

付加機能：

対象器具は図示による。

○ 設けない ○ 樹脂製)○ 陶器製○ 設ける(
注記板○

○ 小形給水ポンプ

ユニット

○ 水槽
(1)

(2)

自動交互並列運転とする。(1)

(2)

○ 複合板としない

タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛

(3)

FRP製タンクのタンク天板(点検用蓋を含む)

○ 複合板

吐水配管(受水槽)の給水用緊急遮断弁

○ 設けない ○ 設ける

○

ボックス

壁埋込形散水栓 SUS製とし、鍵付とする。

めっき仕上げとする。

○ 付加しない○ 付加する24時間強制ローテーション機能：

○ その他 給水管の最小口径は20mmとする。ただし、器具接続部分を除く。

インバート桝 ○ 樹脂製桝(小口径桝)

○ コンクリート製桝：

○ 頂部補強を施した市販重ね桝

○ 国土交通省仕様桝

ため桝○

○ 日本下水道協会規格桝

○ 樹脂製桝 樹脂製桝(小口径桝)は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準

ずる。

○ 雨水桝 雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。

グリース阻集器○ 工場製作品で実用量が1.0m3以下のもの

○ ステンレス鋼板製 ○ FRP製

設置箇所は図示による。

(1)

(2)

○ 間接排水 次のものは間接排水とする。

○ ○

○ コンクリート製桝：

○ 日本下水道協会規格桝

○ 頂部補強を施した市販重ね桝

○ 国土交通省仕様桝

○ 樹脂製桝

○ 試験 (1)

(2)

排水管は満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。

○ 行わない ○ 行う煙試験：

○ その他 別途、工場製作の流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管(硬質塩化ビニル管で

もよい)とし、本工事とする。

○ 貯湯槽

貯湯式電気温水器○ ○ 取付けない

(2) ○ 組み込まない制御盤の節電機能：

ステンレス鋼板製

湯水混合栓○

○ シングルレバー式

○ SUS304

○ SUS444

○ SUS304L ○ SUS316 ○ SUS316L

(1) 週間タイマー： ○ 取付ける

○ 組み込む

○ 無し○ 有り逆止弁機能：

○ サーモスタット式 ○ 2バルブ式

○ 弁類

○ ステンレス製

その他○

(2) その他の弁：

(1) 連結送水管に取付ける弁は16Kとする。

○ 鋼板製

○ JIS10K ○ JIS20K

○ 厨房システム

○ 付属制御盤 機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。

○ 付属品(弁類) JISB2011:2003又はJV同等性能品

○ ドライシステム ○ ウェットシステム ○ セミドライシステム

○ 5K ○ 10K

○ 緊急遮断弁 ○ 取付けない

○ 取付ける(ガス漏れ警報機と連動して作動するものとし、系統は図示による)

(2)

計・施工指針・２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。

(1)

便所に設置する場合は、いたずら防止カバー付とする。

ケーシングはステンレス製とする。

(2)

○○ アルミ製○ 鋼板製

○ 自己消火性のポリスチレンフォーム製

○ 亜鉛鉄板

○ 共用形(

(1)

○

○ 単独形

緊急遮断弁 オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるものとする。

○ 電気パネルヒーター

温水パネルヒーター○

カセット形ファン

コイルユニット

(風量分配ダクト)

○

○ 注油口及び指示

ボックス

○

○ 弁類 冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り(標準図施工35･39)の弁は仕切弁とする。

冷温水管の呼び径65A以上の弁はバタフライ弁とする。

(1)

(2)

15.0 

70.0 

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃送水温度

暖房用温水ﾎﾞｲﾗｰ

出入口温度差

熱源機器の水温条件○ 設計温湿度

○

○

計器類

配管施工

排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。

○

呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライ

配管は下記による。

熱源機器には、個々に地震感知器を付属とする。

(1)

圧力計、連成計、水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。(2)

(2)

(2)

(3)

(4)

設計図書に示された配管工事で掘削深さが1,500mmを超える場合は、図示による方法

で土留めを行う。

土中埋設配管は、配管下100mm・配管上100mmを山砂等で埋め戻す。

(5) 残土(発生土を含む)処理

○ 構内指示の場所に敷き均し

○ 構内指示の場所に堆積

○ 別途工事

○ 本工事(約　　km(搬出調書等を提出する))

○

土工事

貫通部の処理 　標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材

等で埋める。

保温○

(1)

(1) 建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁(空気抜き弁を含む)までとし、仕様は標準仕

(2)

ニング鋼管(ポリ紛体鋼管を除く)のねじ加工は切削ねじ加工とする。

(1)

公道部は、水道事業者、下水道事業者、ガス供給事業者及び道路管理者規定による。

○ 構外搬出適正処理：

様書の冷温水管の項による。

全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。

(3) 高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さ：

(4) 量水器桝内の保温

○ 行う

(5)

mm

温水暖房のパネルヒーターへの屋内露出管

○ 施工する ○ 施工しない

○ 行わない

蒸気管の保温(6)

暖房する室の暖房用蒸気立て管(主管を除く)及び分枝管：

○ 施工する ○ 施工しない

(7) 床下暗渠内(ピット内を含む)の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分

類は、以下を標準とする。

消音内貼り○ 吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは図示による。

塗装○ (1) 壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面(消音内貼りを施したものは除く)は、黒

色系の塗装を行う。

露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。

○ 屋外架空部 ○ 機械室 ○ 屋内一般

はつり○ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッ

ターによる。

○ 危険物設置時の屋

外表示板

○ 樹脂製 ○ アルミ製

(2)

(3)

を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。

○ その他 室内温湿度検出器等を2個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。

電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。

(1)

(2)

○○

○ 電動弁

弁耐圧

地域係数

設備機器の固定はⅡ工事仕様（一般共通事項）耐震施工による他、「建築設備耐震設

１００kg以下の軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものを除く）においても耐震

○ 油量指示計 ○ ローリーアース)

ＭＰａ

○ 脱臭機能付 ○ 擬音装置付)

○ 屋外消火栓箱

消火栓ポンプ用制御盤（ユニット）には、起動リレーを取付ける。

○

一般

地中埋設部

○ポリエチレン被覆鋼管

○実測式

貸与品　　（

集合装置

転倒防止等

○容器固定具をＧＬ＋３００に追加設置する。

○有

○本工事（図示の箇所に取り付ける）（

外部出力端子　（

○買取り

イ) ○ガス事業者の規定による ○配管用炭素鋼鋼管（白）

ロ) ○ガス事業者の規定による ○ガス用ポリエチレン管

○パルス式 ○貸与品

○実測式 ○パルス式

○　５０ｋｇ 本）

イ) ○標準図施工７２による 本組

ロ) ○標準図施工７３　（ ○（ａ） ○（ｂ）　）

○無

○分離形 ○一体形） ○別途工事

○有　　 ○無）

イ) 一般敷地内（ ｍ以上） ロ) 敷地内車両通行部分（ ｍ以上）0.5 0.9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0.6 0.9 ● ●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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厨房用はＭ

躯体関係

ＲＣ造（梁・壁・床）

の貫通孔・開口部

Ｓ・ＳＲＣ造（梁

壁・床）の貫通孔

設備機器の基礎

エレベーター関係

開口部

軽鉄天井・壁下地

可動間仕切

吊りボルト及び

インサート

給排気関係

水廻り機器

その他 事務室廻り

その他

その他

排水・ハンドホール

廻り

オイルタンク廻り

ユニット型浄化槽

Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項　　　　　　　　目 備　　　考 項　　　　　　　　目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備　　　考 項　　　　　　　　目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備　　　考

仕上関係

屋外関係

工　事　区　分　表 （他工事との取合い等） ※複数箇所に○印があるものは、各工事に適用する区分は○印を適用する Ａ　建築工事　　Ｅ　電気設備工事　　Ｍ　機械設備工事　　ＥＶ　エレベーター設備工事

この工事区分表は、建築工事（Ａ）、電気設備工事（Ｅ）、機械設備工事（Ｍ）、エレベーター工事（ＥＶ）といった施工上密接に関連する各工事において、

材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。

よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

防火・防煙区画

防火・防煙区画

鉄骨貫通鋼管スリーブ

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

予備スリーブの穴埋め

機器取り付け用アンカー・架台

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室内換気設備

基礎

機械室・昇降路の躯体

機械室の床開口

機械室の床配管ピット・蓋

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路内ピット防水

ピット点検タラップ

各階出入口穴あけ・同補強

昇降路がＳ造の時の中間ビーム及び

昇降路の中間ﾋﾞｰﾑ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ

支持柱、他昇降路内の鋼製部材一式

昇降路がＳ造の時の出入口扉・三方枠

及び幕板の固定用鋼材

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補強

出入口扉・三方枠及び幕板

ブラケットの受けピース

ＥＶ制御盤から監視カメラ用の

ＥＶ制御盤からエレベーター内

ホール押釦・インジケータなどの壁開口

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの保守遠隔

監視カメラまでの配管・配線工事

監視装置までの配管・配線工事

監視用（電話回線）の配管工事

機械室天井・昇降路内のフック取付

昇降路内頂部煙感知器

ＥＶ制御盤までの動力・照明用電源、アース、

防災信号、拡声設備（館内放送用）配管・配線工事

ＥＶ制御盤からＥＶ監視盤又は警報盤までの

制御及びインターホンの配管・配線工事

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの

緊急地震速受信用の配管工事

動力計測用電力計から自動制御盤までの

配管・配線工事

ピット内点検用コンセント設備工事

熱感知器設備工事

昇降機用吊りフック

（必要な場合、建築工事に支給）

監視カメラ含む

電気設備のモニタ装置

に映像を表示する場合

同上用マンホール・タラップ

ＲＣ造各種ピット

トラフ・ピット類（ふたを含む）

フリーアクセスフロア内の防水堤

排水溝

オイルサービスタンクの防油堤

設備室内床排水管

既設埋設配管配線調査（Ｘ線探査含む）

開口部の墨だし

下地材の切込み・補強

ボード類の切り込み

各種ボックス類

切込み・補強

設備機器類用

外壁ガラリ

防風板

ウェザーカバー・ベントキャップ（シール共）

排気フード（標準詳細図によるｽﾃﾝﾚｽ製､ｼｰﾙ共）

排気フード（レンジフード等既製品、シール共）

多機能便所手すり・便器類手すり

鏡（注文品）

鏡（既製品）

手洗い・洗面器カウンター

流し台・吊り戸棚・水切り棚・コンロ台

トイレブース内小物棚

ユニットバス・シャワーユニット

既製浴槽

コンクリート浴槽

ベビーシート

浴槽排水金物

洗濯機パン

フリーアクセスフロア給排気グリル

フリーアクセスフロアパネル切込み加工

壁・天井空調用給排気グリル

フリーアクセスフロアコンセント

ボード類、塗装

のみ

Ｍ・Ｅ用含む

土工事含む

レールヒータ用の

手元スイッチを含む

壁・天井・床点検口

同上本体・駆動装置・検出装置（センサー）

表面仕上が必要な全熱交換機等の表面仕上

消火器ボックス

感知器連動防火戸のレリーズ用切込み

駆動装置が電動の建具類の１次電源、

１次・２次配管、及び手元電源スイッチ

同上本体・操作スイッチ及び２次配線

ター等の１次配線及び１次・２次配管

駆動装置が電動のブラインド・排煙オペレー

映像音響設備のある室で操作卓にスイッチ

を組み込む電動ブラインド

電気錠及び扉～枠通電金具及び２次配線

同上用１次配線及び１次・２次配管

避雷導体の接続

笠木を棟上げ導体とした場合の笠木～

笠木の接続

ルーフドレン及びたてどい

雨水排水設備

雑排水・汚水排水設備

Ｅ・Ｍ桝で充填用マンホールふたを

使用した場合の表面仕上

くつ洗いの排水金物・排水管

ハンドホール

同上杭及び杭頭処理

駐車場・車庫廻りのガソリントラップ

電動スクリーン及びボックス

煙突の水抜き管（排水管）

地震感知器の配管配線

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰと連動制御器ままでの配管配線及

び連動制御盤から煙感知器までの配管配線

ピット型の駆体

オイルタンクの外郭、基礎

雨水利用設備

（ルーフドレン、縦樋はＡ、縦樋から集水桝までＭ）

上記以外のユニット型浄化槽本体

配管及び据付等（砂充填共）

上記以外のオイルタンク本体

配管及び据付等（砂充填共）

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の緩

和のための措置を講ずること。

■

□

□

□

■

■ 風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

■
めの措置を講ずること。

■
管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける等有

効な損傷防止のための措置を講ずること。

■

法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあっては、建設

省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。

建築設備(昇降機をのぞく。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、

支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。

構築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、

煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を設

けたものを除き、90ｃｍ以下とす

煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが25cm

以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造、若しくはコンクリートブロック造とすること。

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のた

給湯設備はH12建告第1388号に準じ転倒防止の措置を施す。

（耐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置）

　　・腐食防止のため樹脂管及び外面被覆管を使用。

（給水管の凍結による破損のおそれのある部分及び当該部分に講じた凍結のための措置）

　　・屋外の埋設管は凍結深度以下とし、水抜栓を設置している。

（給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置）

　　・管径を大きくして流速を小さくする。なお、現状調査のうえ関係ないことを確認している。

□

□

区画貫通処理(硬質塩化ビニル管)

塩ビ管

壁面よりはみ出し 

(0～10mm)

モルタル埋戻し

認定番号 PS060WL-0063
コンクリート壁

区画貫通処理(硬質塩化ビニル管)

塩ビ管

10
㎜

以
下

シーリング材シーリング材

認定番号 PS060WL-0103

A1:

A3:

ー

ー

熱膨張性シート(t2.25以上) 

(フィブロック)

貫通処理部材一周巻 

(フィブロック)

業務名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

機械設備　特記仕様書（３）

2023年3月24日

図面番号 北覆　M-03

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023年2月20日

A1:

A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

S=150

S=300
北覆　M-04

案内図、配置図、凡例

案　　内　　図

現　況　配　置　図　S：1/150 計　画　配　置　図　S：1/150

N N

±0

±0

±0

±0

+1150

+1390

+1150

+1390

既設建物

撤去
計画建物

凡　　　例

備　　考　　名　　　称 摘　　　　　　　　　　要　　　　記　　　　号

特 記 事 項

1.

2.

3.

4.

図面記載品番を参考とし、同等以上の仕様及び能力を有する機器・器具を使用する。

空調設備に於いては空調機器製造者の指導･監督の基に施工及び調整(真空引き･冷媒補充填を含む)を行う。

防火区画を貫通する配管には区画貫通処理を施す。

パッケージエアコンの制御配線は本工事にて行う。

[  図示による  ]

間 接 排 水 口

吹 出 口

吸 込 口

[  図示による  ]

[  図示による  ]

一　般 断熱被覆銅管 (断熱CUP)

屋　外 上記配管に化粧ダクトを施す。

一　般

床　下 硬質塩化ビニル管 (VP)
空 調 用 排 水 管

冷 媒 管

D

R

硬質塩化ビニル管 (VP)

一　般

鋼板製長方形ダクト(共板フランジ)
換 気 ダ ク ト

鋼板製スパイラルダクト,SUS製スパイラルダクト

MD
電 動 ダ ン パ ー [  図示による  ]

浸　　透　　桝 [  図示による  ]

N 北盛土覆屋　既設建物



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:

A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

空調換気設備　機器表

ー

ー
北覆 M-05　

HEU-1

FE-1

FS-1

全熱交換ユニット

排  気  フ  ァ  ン

形　式

仕　様

付属品

形　式

仕　様

付属品

形　式

仕　様

付属品

天井埋込ダクト接続形(マイコンタイプ)

150φ×250ｍ3/h×100Pa

ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製深型ﾌｰﾄﾞ150φ×2,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ150φ×2,

消音形給排気ｸﾞﾘﾙ(消音形)150φ×2,防振吊金具,他一式

電動シャッター付有圧換気扇(格子タイプ)

25cm×260ｍ3/h×30Pa

SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ25cm用(防鳥網付),取付不燃枠,強弱ｽｲｯﾁ,他一式

電動シャッター付有圧換気扇(メッシュタイプ)

25cm×260ｍ3/h×30Pa

SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ25cm用(防虫網付),取付不燃枠,他一式

1

1

1

100

100

100

115.0 

35.0 

42.0 

1

1

1

北覆い屋

北覆い屋

北覆い屋

参考型番 LGH-N25RX3

ｽｲｯﾁはE工事へ支給

参考型番 EFG-25KSB2

ｽｲｯﾁはE工事へ支給

参考型番 EFG-25MFSB2

FE-1と連動(E工事)

ACP-1 パッケージエアコン 形　式

仕　様

付属品

寒冷地向け空冷ヒートポンプ式　(耐塩害仕様)　[天吊露出型シングル] 　

冷房能力 7.1kW(JIS)

暖房能力 8.0kW(JIS)　　 極低温時消費電力 6.10kw

圧縮機 1.5kW

鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/壁設置),SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,ﾍﾞｰｽﾋｰﾀｰ,他一式

3

3

200

200

1.87 

2.01 

1 北覆い屋 参考型番 PCZ-DHRMP80K2-BS

給  気  フ  ァ  ン

空　調　機　器　表

記　号

換　気　機　器　表

記　号

名　　　　称

名　　　　称

仕　様　及　び　付　属　品　　　　　　　　　　

仕　様　及　び　付　属　品　　　　　　　　　　

深形パイプフードにおいて排気用はギャラリ付・給気用は防虫網付とする。

ウェザーカバーにおいて排気用は防鳥網付・給気用は防虫網付とする。

電 気 容 量

φ

電 気 容 量

φ

V

V

kW(定格)

W

数量

数量

設 置 場 所　

設 置 場 所　

備　　　考

備　　　考

給排気グリルにおいて排気用はフィルター付とする。

2023年3月24日



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:

A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

空調換気設備　１階平面図

1/50

1/100

園路

+1350

手
摺
柵

±0

±0

+65

Y1

Y2

Y3Y3

Y2

X1

X2

X3

園路

Y1

Y2

Y3

Y2

Y3

X1

X2

X3

Y4

+1150

Y4

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

2000

6300

4300

4
8
0
0

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

4
8
0
0

2000

6300

4300

遺構

観覧路

ポーチ

ポーチ

平　面　図　S=1/50 屋　根　伏　図　S=1/50

N N

+65

+65

庇ライン

MD

MD

D

R

HEU

1

ACP

1

FS

1

FE

1

特記事項

１）屋内及び屋内露出の冷媒管は樹脂製化粧ダクトを施す。

２）エアコンの通信連絡配線はＭ工事・電源配線はＥ工事とし冷媒と同経路は共巻とする。

３）ドレン配管は全てVP25Aとし屋内露出配管は保温を施す。

φ 9.52φ15.88A

液管ガス管

冷媒管サイズ表

記号 備 考

４）外壁貫通部は発泡ウレタン材で補修を行う。

小口径浸透桝200φ×500H 

(塩ビ蓋T-2)

150φ

150φ

A

2023年3月4日

北覆 M-06　

150φ

150φ



業務名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

A1:

A3:

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

消火設備　１階平面図

1/50

1/100
北覆 M-07　

園路

手
摺
柵

Y1

Y2

Y3Y3

Y2

X1

X2

X3

園路

Y1

Y2

Y3

Y2

Y3

X1

X2

X3

Y4Y4

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

2000

6300

4300

4
8
0
0

4
8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

4
8
0
0

2000

6300

4300

遺構

平　面　図　S=1/50 屋　根　伏　図　S=1/50

N N

庇ライン

2023年3月24日

丸形スタンドのみ設置
（消火器はセンター支給）

ポーチ

観覧路

ポーチ



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

準備・仮設

作業工程図

覆屋の設置

①乗入搬入路の設置

②撤去・新設工事に伴う仮設

準備・仮設

③展示遺構面への養生

④既存覆屋の撤去
※周辺地形造成時は、遺構面が近傍に所在するため、監督員の立会いのもと施工を行うこと。

⑤周辺構造物・舗装の撤去

⑥地質調査の実施

復旧作業

仮設物撤去

既設覆屋の撤去・周辺構造物の撤去

⑬SLソイルサンド舗装の敷設
※混合に関する試験を実施し、既設園路舗装と色調を合わせた上で監督員の承諾を得たのち、施工を行うこと。
⑭階段、擬木柵の設置
※杭の打設時に、監督員の立会いのもと施工を行う。
⑮法面部の張芝

園路・階段等の設置

作業工程図

既設覆屋の撤去・周辺構造物の撤去

施工完了

遺構露出展示部の整備・覆屋基礎の設置 ⑦遺構露出展示部の整備（充填）
※表層の固化剤は試験を行ってから施工を実施すること。

⑧遺構露出展示部の整備（壁面）
※埋設している土器等に表層材等が直接触れないよう和紙等で養生を行う。

⑨覆屋基礎の設置
※遺構面が近傍に所在するため、掘削時には監督員の立会いのもと施工を行う。

覆屋の設置

⑩外装工事
※意匠図・構造図における特記仕様書に則り施工を行うこと。
⑪内装工事
※電気設備図・機械設備図における特記仕様書に則り施工を行うこと。
⑫埋戻/整地

北土-01
1：100（A1）
1：200（A3）

遺構露出展示部の整備・覆屋基礎の設置

⑯仮設物等の撤去

⑰現場復旧作業

仮設物撤去



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

北盛土

0 10 20

整備計画平面図
S=1：150

擬木柵 L=35.1m
H=0.9m

B B'

A

A'

平場

軒庇

軒庇

平場

擬木階段

N=10段

土系舗装
A=5.1m2

土系舗装
A=12.4m2

整備計画平面図

1：150（A1）
1：300（A3）

1
1
3
6

2000

20053

12734

2000

2
0
0
0

2000

見
切
り
材
敷
設
範
囲

見
切
り
材
敷
設
範
囲

見
切
り
材
敷
設
範
囲

見
切
り
材
敷
設
範
囲

見
切

り
材

敷
設

範
囲

530

見切り材敷設範囲

見
切

り
材

敷
設

範
囲

北土-02

533

6
3
3
3

1554
見切り材敷設範囲

土系舗装
A=35.5m2



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

整備断面図
S=1：50

15.00

B-B’断面

A-A’断面

A’A

15.00

平場

園路

擬木柵
H=900

B’B

平場

0m 2.5m 5m

13.3614.4114.6415.2715.3415.57

ベルト上端 ベルト上端 ベルト上端 ベルト上端 ベルト上端 土器確認面

0.7%

擬木柵
H=900

土系舗装
表層厚 t=5㎝

路盤
C-30 t=10cm

0.0%

※施工時において文化財職員による掘削立会を行い確認しながら進める。

15.64 14.94 14.14

凡例

表土鋤取り

切土

盛土

推定遺構面ライン

0.69

0
.
1
6蹴

上
げ

踏面

6.9%

8.07m7.32m 1.5m

切土
A=0.04m2

表土鋤取り
t=10cm

盛土
A=1.60m2

整備断面図

1：50（A1）
1：100（A3）

掘削
A=1.037m2

北土-03



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

階段工

平面図 断面図 立面図

S=1:100 S=1:50
S=1:25

土系舗装
t=5cm

3.8
1.0

S=1:15

太鼓落とし(フラット面)

2000

2
0
0

100 60

7
0
0

取付ボルト
M10×130L

150 875 825 150

2000

6
9
0 1
0
0

2000

詳細図

0.69

0
.
1
6蹴

上
げ

踏面

擬板

30

1
6
2

30 2000

N=10段

7
.
2
1
m

階段工詳細図

図示（A1）
図示の1/2（A3）

北土-04



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

舗装工
S=1：10

標準断面図

土系舗装
表装厚 t=5cm

砕石 C-30
t=10cm

標準断面図

土系舗装
表装厚 t=5cm

砕石 C-30
t=10cm

（北側園路部） （南側階段部）

1800 2000

1：10（A1）
1：20（A3）

舗装工詳細図

見切り材

北土-05

見切り材

※舗装の色調は試験を行った後に、監督員の承諾を得た上で施工を行うこと。



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

付属施設工
S=1：10

1500

3
0
0

9
0
0

1
2
0
0

φ
1
6

φ100

1500

平面図

正面図 側面図

支柱：プラ擬木
φ100

基礎砕石
t=10cm

φ
1
6

付属施設工詳細図

1：10（A1）
1：20（A3）

ロープ柵

3
0
0

4
0
0

4
0
0

1
0
0

1
2
0
0

1
0
0

2
5
0

5
0

4
0
0

50 300 50

400

支柱：プラ擬木
φ100

北土-06

※施工時において文化財職員による掘削立会を行い確認しながら進める。



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

北盛土

0 10 20

植生工平面図
S=1：150

B B'

A

A'

平場

軒庇

軒庇

平場

張芝（ノシバ）
A=20.0m2×1.031
=20.6m2

図示（A1）
図示の1/2（A3）

植生工平面図

植生工詳細図

1
0
0

張芝
ノシバ

植栽客土
t=10cm
土壌改良材混合

S=1：20

北土-07



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

1.3m2

0.2m2

4.4m2

覆屋内平面図

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.8+4.386

凡例

土舗装範囲

S=1:10

0cm 50cm 100cm

1：10（A1）
1：20（A3）

覆屋内平面図

北土-08



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

No.0

No.1

No.2

No.3

0.02m2
※山砂充填

覆屋内断面図（1）
S=1:20

1：20（A1）
1：40（A3）

覆屋内断面図（1）

0m 1.0m 2.0m

凡例

土系舗装

山砂（充填材）

982

619

土舗装

山砂充填

981

303

306

124

0.003m2
山砂充填

山砂充填

土舗装

土舗装

1000

330

827

237
0.03m2山砂充填

山砂充填

土舗装

土舗装

北土-09



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

三内丸山遺跡史跡整備実施設計作成業務

2023.03.24

株式会社イビソク

三内丸山遺跡センター

No.5

No.6

No.7

0.18m2

0.38m2

埋設土器

凡例

土系舗装
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北盛土の遺構養生の方法（模式図）

遺構面

北盛土　公開露出範囲の現況

コンパネ
単管パイプ
砂袋または土嚢
山砂

山砂を充填し、その上に土嚢を設置

必要に応じて砂袋または土嚢で被覆

木村 恵理
テキストボックス
19

木村 恵理
長方形
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